
ビ
ザ
ン
ツ
に
お
け
る
「
条
件
的
土
地
保
有
」

十
一
・
二
世
紀
を
中
心
に
し
て

米

田

治

泰

ビザン．ツにおけるr条件的土地保有」　（米1幻

　
【
要
約
】
　
塾
俗
貴
族
の
大
土
地
醗
有
と
そ
れ
に
も
と
ず
く
小
土
地
所
有
農
民
の
隷
属
化
は
、
十
一
世
紀
ビ
ザ
ン
ツ
に
お
い
て
、
も
は
や
照
家
の
阻
濡
し
え

ざ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
十
一
世
紀
末
に
成
立
し
た
罪
ム
ネ
ノ
ス
糊
は
、
そ
れ
膚
体
、
小
ア
ジ
ア
の
軍
葉
貴
族
で
あ
り
、
他
の
「
同
等
者
漏
の
利
益
を
無

視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
レ
ー
ン
的
結
食
を
構
成
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
皇
帝
に
よ
る
恩
賞
行
為
に
近
い
の
で
は
あ
る
が
、
豊
帝

と
貴
族
の
結
脅
、
前
者
の
後
者
把
握
を
可
能
な
ら
し
め
る
べ
き
一
種
の
「
条
件
」
が
生
起
し
た
。
そ
れ
は
手
短
か
に
い
え
ば
、
墨
家
に
よ
る
⊃
定
数
量
の

農
民
、
國
税
収
入
の
贈
与
・
移
譲
」
で
あ
る
が
、
単
・
な
る
好
意
を
越
え
て
、
編
家
の
必
要
、
特
に
軍
事
的
な
必
要
を
充
分
さ
せ
る
意
図
も
持
っ
て
い
た
。
我
　
、

々
は
こ
の
「
条
件
的
土
地
保
有
」
を
プ
ロ
ノ
イ
ア
に
、
さ
ら
に
は
ア
リ
ス
モ
ス
、
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
に
見
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
軍
体
的
内
容
、
実
体

を
ど
魚
解
す
る
か
・
「
享
ン
ッ
封
建
鯉
蓬
々
・
ア
ウ
ト
ブ
ラ
ギ
ア
（
墨
書
税
権
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
わ
れ
ご
あ
点
か
ら
い
・
て
も
・
…

条
件
的
保
有
は
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
生
ず
る
領
主
・
農
民
関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
本
稿
は
、
こ
5
し
た
軍
馬
に
若
干
の
考

察
を
加
え
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
年
著
し
い
進
展
を
見
せ
て
い
る
ビ
ザ
ソ
ッ
社
会
経
済
史
研
究
の

重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
に
「
ビ
ザ
ソ
ツ
封
建
制
」
の
聞
題
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
十
一
の
基
本
的
性
格
の
理
解
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
だ
け

に
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
す
で
に
帝
政
μ
シ
ア
の
ビ
ザ
ソ
チ
ニ

ス
ト
は
こ
の
問
題
に
手
が
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
G
・
オ

ス
ト
ロ
．
コ
ル
ス
キ
ー
が
、
ビ
ザ
ソ
ッ
帝
国
の
西
都
約
発
展
の
う
ち
に

封
建
糊
を
位
遣
づ
け
る
試
み
を
行
っ
て
以
来
、
問
題
の
所
在
は
明
確

　
　
　
　
①

と
な
っ
た
、
か
れ
及
び
一
凍
～
の
ソ
ヴ
ェ
ト
の
研
究
藩
【
達
は
、
十
世
紀
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頃
か
ら
顕
著
と
な
り
、
帝
国
末
年
に
頂
点
に
達
す
る
大
土
地
所
有
、

農
民
勲
…
属
、
イ
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
…
の
准
｝
行
に
注
結
し
、
詣
木
淵
期
ピ
ザ
ソ

ッ
社
会
と
西
欧
封
建
社
会
と
の
間
に
は
、
社
会
経
済
的
側
礪
に
お
い

て
は
、
何
の
相
違
も
な
い
と
し
た
。
さ
ら
に
、
か
れ
ら
は
十
一
駄
紀

以
降
閥
題
と
な
る
プ
ロ
ノ
イ
ア
に
封
土
を
認
め
、
皇
帝
ー
プ
ロ
ノ

イ
ア
保
有
老
の
品
川
係
に
実
質
上
の
ヴ
”
，
サ
リ
テ
ー
ト
を
団
兇
よ
う
と
し

②
た
。　

他
方
、
P
・
ル
メ
ル
ル
を
中
心
に
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
ビ
ザ
ソ
チ
ニ

ス
ト
達
I
F
・
チ
リ
エ
、
N
・
G
・
ス
ボ
ロ
ノ
ス
な
ど
一
は
、

帯
国
に
お
け
る
「
古
代
蘭
家
」
（
ま
ゆ
馨
暮
2
窪
）
を
強
調
し
て
、
「
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ザ
ソ
ツ
封
建
制
」
を
否
定
す
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
伝
統
を
う
け
つ
い

で
、
岡
家
の
超
越
的
権
威
、
中
央
集
権
的
官
僚
体
制
が
厳
存
し
、
公

益
の
観
念
が
つ
よ
く
残
っ
て
い
る
ビ
ザ
ソ
ツ
に
は
、
西
欧
に
晃
ら
れ

る
人
格
的
隷
属
関
係
の
優
勢
と
か
バ
ソ
権
利
の
重
要
性
と
か
は
殆
ん

ど
認
め
ら
れ
ず
、
ま
し
て
や
、
政
治
的
領
域
に
及
ぶ
封
建
制
は
無
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
に
あ
っ
て
は
、
封
建

制
は
、
　
「
カ
ロ
リ
ソ
グ
王
国
の
分
解
か
ら
生
れ
た
」
社
会
構
成
、
つ

ま
り
国
家
主
権
の
地
方
分
散
、
世
襲
封
建
領
主
へ
の
敗
北
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
オ
ス
ト
・
ゴ
ル
ス
キ
ー
な
ど
と
は
問
題
視
点
を
全
く
異

に
す
る
。

　
我
々
は
こ
こ
で
、
封
建
制
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
余
裕
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

が
、
ご
く
常
…
識
的
に
い
っ
て
、
ビ
ザ
ソ
ッ
に
は
、
語
の
厳
密
な
意
味

し
　
　
　
ち

で
の
封
建
糊
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
べ
て

は
、
た
だ
一
人
カ
リ
ス
マ
約
皇
帯
か
ら
発
し
て
お
り
、
封
土
に
対
比

せ
ら
れ
る
プ
ロ
ノ
イ
ア
も
、
実
を
い
え
ば
、
レ
ー
ン
約
結
A
欄
を
…
構
成

す
る
と
い
う
よ
り
は
、
皇
帝
に
よ
る
恩
寵
行
為
に
近
い
性
格
の
も
の

　
　
　
⑤

で
あ
っ
た
。
ビ
ザ
ソ
ツ
人
民
と
皇
帝
の
關
で
は
、
二
、
三
の
特
殊
な

場
合
を
除
い
て
、
ホ
マ
ー
ジ
江
も
な
く
、
人
民
は
い
つ
で
も
、
皇
帝

の
「
奴
隷
」
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
名
田
は
と
も
か
く
、
現
実
に
こ
う
し
た
高
家
理
念
、
国

家
財
政
的
関
心
3
。
註
葱
は
、
ど
こ
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
十
一
世
紀
頃
に
は
、
実
際
上
す
で
に
、
キ
リ
ス
ト
の
代
理
者
が
治

め
る
世
界
領
国
と
い
う
理
念
、
そ
れ
の
内
部
約
反
映
と
し
て
の
、
国

家
の
全
部
門
の
皇
帝
へ
の
蔵
結
は
、
時
勢
お
く
れ
の
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
古
代
世
界
の
単
一
性
に
代
っ
て
、
複
数
性
の
時
代
－
，
…
｛
序
説
．

文
化
の
複
数
、
小
専
制
鴛
主
・
封
建
豪
族
の
銀
漏
の
時
代
一
が
は

じ
ま
っ
て
い
た
口
と
い
わ
れ
る
。
私
的
領
主
に
よ
る
圏
家
大
権
の
侵

犯
・
占
取
と
い
う
音
劇
味
で
の
封
建
的
傾
向
は
、
小
ア
ジ
ア
に
お
い
て
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ビザンツにおける「条件的」二地保有」（米iの

も
、
バ
ル
カ
ン
に
急
い
て
も
顕
著
で
あ
っ
た
◇
こ
れ
に
加
え
て
、
十

一
世
紀
宋
か
ら
は
、
十
字
軍
運
動
が
、
そ
れ
ま
で
ビ
ザ
ソ
ッ
世
界
の

知
ら
な
か
っ
た
封
建
的
諸
関
係
を
東
地
中
海
に
紹
介
し
た
。

　
我
々
は
、
本
稿
に
お
い
て
、
十
一
・
二
世
紀
を
中
心
に
、
こ
う
し

た
封
建
的
憩
室
と
、
他
方
園
家
財
政
論
関
心
と
い
う
、
理
念
的
に
異

っ
た
二
つ
の
方
向
の
接
点
に
注
難
し
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の

「
条
件
的
土
地
保
有
」
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

公
的
権
威
よ
り
発
し
た
恩
寵
行
為
・
譲
歩
に
よ
り
つ
つ
、
皇
帝
が
聖

俗
貴
族
を
薩
接
酌
に
把
握
し
、
自
己
に
結
び
つ
け
．
よ
う
と
し
た
と
き
、

い
か
な
る
条
件
、
制
限
を
保
持
せ
ん
と
し
た
の
か
。
我
肉
は
こ
の
灸

件
三
保
・
有
を
、
　
プ
ロ
ノ
イ
ア
、
　
ア
リ
ス
モ
ス
、
　
ヵ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
に

見
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
意
味
、
実
体
は
い
か
な
る
竜
の
で
あ

っ
た
の
か
。
こ
れ
．
ら
が
惑
顧
、
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。

①
O
◎
○
。
。
霞
○
α
q
G
蕊
障
ざ
勺
。
霞
鴨
げ
一
手
9
壇
。
（
δ
冨
頴
○
畠
憂
σ
σ
罵
塁
午

　
蔦
器
い
騨
藷
亀
。
ら
・
”
お
α
弾
〔
以
下
頴
。
費
ま
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と
略
す
〕

㊥
写
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9
壼
＄
鷲
。
σ
蚕
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。
。
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罫
三
二
影
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。
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ρ

　
切
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⊆
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目
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一
り
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鑑
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娼
口
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回
磐
り
蔓
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日
猶
団
切
昌
◎
」
勲
綴
目
鑓
（
b
づ
楼
。
。
㍗

　
嬬
円
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帥
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（
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b
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．
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6
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踏
b
¢
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短
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切
×
目
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×
鵠

　
誇
‘
罫
》
這
①
ρ
渡
辺
金
一
氏
も
大
体
こ
の
見
解
を
と
る
。
「
ビ
ザ
ソ
ツ

　
帝
睡
に
お
け
る
封
建
捌
の
闘
題
」
（
欄
、
歴
史
学
研
究
臨
慧
四
二
号
、
昭
和
三

　
烈
年
）
伸
竃
吻
紹
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曇
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α
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三
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お
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銭
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三
㏄
巳
屋
置
ご
》
、
上
農
（
Q
e
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象
。
博
塁
彰

　
巳
淳
＄
一
斗
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に
。
げ
。
一
H
　
ピ
9
曾
忌
ま
～
～
．
G
砿
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P
財
霧
σ
q
・
！
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o
箒
8
穿
鎮
9
k
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⑩
①
O
ソ
㏄
．
回
Φ
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o
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㊥
　
罵
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ト
類
ゆ
｝
o
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嵩
辞
8
一
回
。
駕
》
、
N
艶
洋
隠
δ
鵜
図
同
躍
）
マ
0
9
四
離
δ
o
＜
o
o
h

　
g
o
窺
蒙
ρ
（
ぽ
漁
ぴ
9
乙
9
μ
り
お
㎝
ω
乙
）
．
ト
の
ρ

時
代
の
社
会
的
背
景

　
条
件
二
歩
有
の
考
察
に
入
る
前
に
、
そ
れ
ら
を
生
み
要
す
こ
と
に
．

な
る
時
代
の
社
会
約
背
景
を
警
卜
し
て
お
き
た
い
。

　
七
…
十
世
紀
の
中
期
ビ
ザ
ソ
ッ
社
会
の
基
礎
が
、
自
由
村
落
に
あ
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つ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
岡
政
上
の
関
心
か
ら
出
た
七
世
紀
皇
帝
の
改

革
の
結
果
で
あ
れ
、
ス
ラ
ヴ
人
入
植
に
伴
う
社
会
的
変
動
の
結
果
で

あ
れ
、
一
般
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
末
期
ロ

ー
マ
を
特
脂
づ
け
た
大
土
地
所
有
漏
の
役
割
が
著
し
く
減
少
し
、
コ

ロ
ヌ
ス
に
代
っ
て
自
作
小
土
地
農
民
が
優
勢
と
な
っ
た
。
か
っ
て
の

メ
ト
ロ
コ
ミ
ア
に
つ
な
が
る
自
由
村
落
は
、
私
有
原
理
に
立
脚
し
な

が
ら
、
同
時
に
、
共
岡
の
利
益
の
た
め
に
結
束
さ
れ
た
小
土
地
保
有

者
の
複
合
体
と
し
て
、
単
に
財
政
・
行
政
上
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ミ
タ
ネ
イ

軍
箏
約
に
圏
家
の
支
柱
と
な
っ
た
。
　
辺
境
兵
制
に
敏
っ
て
、
　
テ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
ラ
　
ア
と
ロ
　
ス

q
匙
浸
に
分
た
れ
た
属
州
は
、
　
軍
・
民
事
両
権
を
掌
握
し
た
長
　
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
ラ
チ
オ
ヒ
テ
　
ス

が
治
め
、
農
民
は
、
時
到
れ
ば
兵
　
士
と
し
て
嵩
陣
し
た
。
従
っ
て
、

「
農
民
の
土
地
傑
有
は
国
家
の
二
つ
の
必
要
、
即
ち
照
家
に
税
を
も

た
ら
し
、
軍
事
義
務
を
果
す
と
い
う
必
要
を
充
た
し
て
い
た
の
で
あ

①る
。
」
し
か
し
、
時
と
と
も
に
、
農
民
間
の
財
産
格
差
、
農
民
と
兵

士
の
分
離
、
長
官
職
世
襲
に
よ
る
そ
の
貴
族
化
の
傾
向
が
強
ま
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
う

き
た
。
十
世
紀
は
じ
め
の
レ
オ
ン
六
二
の
『
タ
ク
チ
カ
輪
に
は
、
兵

チ
オ
　
テ
　
ス

±
は
、
国
税
と
裁
判
乎
数
料
を
除
い
て
、
他
の
国
家
義
務
を
免
除
さ

　
　
　
　
②

れ
た
と
あ
り
、
他
の
史
料
も
、
か
な
り
の
数
の
長
官
と
兵
士
が
完
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
免
税
を
享
受
し
、
私
従
者
を
か
か
え
て
い
た
旨
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ト
ラ
チ
オ
　
を
カ
ゆ
ク
テ
ヒ
マ
タ

ふ
ま
た
、
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
フ
ォ
カ
ス
帝
げ
か
、
軍
事
保
有
地
の
最

低
額
を
、
4
リ
ト
ル
か
ら
1
2
リ
ト
ル
に
ひ
き
上
げ
た
こ
と
は
、
兵
士

層
の
中
か
ら
。
葬
2
忌
養
○
怠
な
る
重
装
騎
兵
を
抽
出
さ
せ
る
こ
と
に
・

な
っ
た
。
十
一
世
紀
の
軍
隊
は
、
史
家
ス
ク
リ
ツ
ェ
ス
に
よ
れ
ば
、

貴
族
舞
§
ミ
§
。
・
、
窟
裕
兵
土
這
ミ
駄
§
。
・
、
・
寝
～
・
馨
蝿
§
・
．
・
い
4
仰
も
。
・

及
び
業
で
あ
・
，
た
と
い
う
幅
こ
れ
磨
の
よ
う
三
二
の
犠

だ
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
兵
士
の
中
に
は
、
そ
の
義
務
負
担
か
ら
零

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
　
ア
　
ラ

落
す
る
も
の
も
あ
り
、
か
れ
ら
の
保
護
、
救
済
が
繰
返
し
新
法
の
対

象
と
な
っ
た
Q

　
共
書
体
を
薩
接
支
配
し
て
、
い
う
な
ら
ば
古
代
約
隅
家
の
再
編
成

を
は
か
っ
た
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝
皇
帝
は
、
租
税
の
連
帯
責
任
覇
を
強
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
リ
　
ナ
ト
イ

し
、
村
落
構
成
員
に
土
地
の
先
買
い
権
を
与
え
て
、
外
部
窩
力
者
の

村
落
内
浸
透
を
阻
ま
ん
と
し
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
充
分
成
功
せ
ず
、

逆
に
、
村
落
内
に
禽
力
者
の
成
長
す
る
の
を
助
け
る
こ
と
に
も
な
っ

た
。
か
れ
ら
は
、
「
ク
ラ
ス
マ
〕
を
吸
収
し
て
所
領
を
形
成
し
、
援
助

と
鎌
護
に
よ
っ
て
舞
へ
↓
ミ
§
き
暑
ミ
貸
奪
～
q
c
窪
き
ミ
、
農
羅
と
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

的
保
護
関
係
　
に
入
っ
た
。
九
九
六
旧
年
バ
シ
レ
ウ
ス
ニ
世
の
新
法
に
は
、

は
じ
め
同
一
村
落
異
と
と
も
に
地
租
を
負
担
し
て
、
か
れ
ら
と
少
し

屯
異
ら
な
か
っ
た
の
に
、
次
第
に
高
官
職
に
つ
き
、
　
「
今
や
村
落
全
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体
を
領
有
し
、
そ
れ
に
自
己
の
名
を
冠
せ
て
私
有
地
に
し
て
し
ま
っ

た
」
も
の
が
見
え
て
お
り
、
　
「
そ
の
よ
う
な
身
分
の
変
化
は
毎
日
の

考
に
起
・
た
」
と
い
菊
小
ア
ジ
ア
に
は
・
わ
け
て
も
昊
震

が
現
出
し
、
強
力
な
軍
事
力
を
擁
し
て
、
国
家
に
安
全
と
同
時
に
危
険

を
も
た
ら
し
て
い
た
。
℃
ゴ
O
o
〔
多
野
ぎ
冨
ぎ
○
。
。
”
Q
Q
一
島
。
δ
。
。
藁
（
霞
犀
彊
僻
ω

家
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。

　
他
方
、
修
道
院
も
こ
の
頃
め
ざ
ま
し
い
興
隆
を
見
た
。
首
都
や
テ

サ
ロ
ニ
ケ
周
辺
、
ア
ト
ス
半
島
、
小
ア
ジ
ア
な
ど
に
は
幾
多
の
修
道

院
が
建
立
さ
れ
、
土
地
集
積
が
進
ん
だ
。
　
「
毎
日
か
れ
ら
は
一
千
プ

レ
ト
ー
ル
の
土
地
を
獲
得
す
る
こ
と
に
努
め
、
贅
沢
な
建
物
を
建
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

…
…
世
俗
生
活
と
少
し
竜
違
わ
ぬ
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
」
　
禽
力
な

大
修
道
院
は
、
農
民
の
寄
進
を
う
け
る
だ
け
で
な
く
、
次
々
と
小
修

道
院
を
吸
収
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
小
修
道
院
の
位
隠
す
る
村
落
そ

の
も
の
を
も
併
せ
よ
う
と
し
た
。
・
石
の
九
九
六
年
新
法
は
、
村
落
破

減
の
責
任
の
一
半
が
修
道
院
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

多
く
の
村
で
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
っ
て
い
る
と
い
う
。
墨
斑
の
た
れ
か

が
、
霞
分
の
住
む
土
地
に
教
会
を
建
て
、
圃
一
村
落
民
の
同
意
を
得
て
、

　
　
　
　
　
モ
イ
ラ

教
会
に
華
分
の
拷
分
地
を
譲
り
渡
し
、
宿
ら
修
道
士
と
な
り
、
死
ぬ
ま
で

そ
こ
に
往
み
つ
い
た
、
．
こ
れ
と
揃
じ
こ
と
を
す
る
も
の
が
現
れ
、
二
入
、

三
人
目
そ
こ
に
集
ま
っ
た
…
…
か
れ
ら
の
死
後
、
当
地
の
大
主
教
や
三
教

は
、
教
会
を
没
収
し
て
修
道
院
と
呼
び
、
そ
れ
を
自
ら
保
持
す
る
な
り
、

　
　
　
　
ゼ
ユ
ナ
ト
で

贈
物
と
し
て
有
力
者
に
与
え
る
な
り
し
て
、
村
落
を
優
け
完
金
に
滅
ぼ
し

　
　
　
　
　
　
⑦

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
新
法
に
先
立
っ
て
、
修
道
院
の
土
地
拡
大
を
禁
じ
た
新
法

（
九
三
五
年
、
ロ
マ
ヌ
ス
・
レ
カ
ペ
ヌ
ス
帝
）
、
寄
貼
蓮
に
よ
ワ
O
土
地
沸
擾
得
と

瓢
遡
修
聴
退
院
肌
双
山
猛
か
恥
鉢
ホ
じ
た
新
法
（
九
論
ハ
糊
隔
ヰ
、
　
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
．
フ
ォ
カ

　
　
　
⑧

ス
帝
）
が
あ
っ
た
が
、
　
い
つ
れ
も
殆
ん
ど
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
十
世
紀
末
、
ア
ト
ス
山
は
す
で
に
三
干
の
僧
を
…
数
え

た
と
い
う
し
、
そ
の
中
心
の
ラ
ウ
ラ
修
道
院
（
九
六
三
年
建
立
）
の
土

地
兼
併
の
様
子
は
、
数
少
い
史
料
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

皇
帝
轡
身
が
、
正
教
の
擁
護
嚢
と
し
て
、
ま
た
ア
ト
ス
修
道
院
の
影

響
力
を
考
慮
し
て
、
多
額
の
年
金
疲
与
、
土
地
．
農
民
の
下
賜
を
行

っ
た
こ
と
も
注
概
に
価
し
よ
う
。

　
要
す
る
に
、
十
世
紀
ビ
ザ
ソ
ツ
は
外
へ
の
拡
大
と
同
時
に
、
こ
の

よ
う
な
聖
俗
大
土
地
所
有
者
の
内
で
の
拡
大
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
趨
勢
を
押
止
め
る
べ
く
、
最
大
の
努
力
を
は

ら
っ
た
バ
シ
レ
ウ
ス
野
駈
（
㊤
刈
①
一
H
O
罫
Q
朝
）
の
敏
腕
と
不
乱
不
屈
の
決
意
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を
以
っ
て
し
て
も
．
時
の
流
れ
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。

　
か
れ
の
死
後
約
半
世
紀
は
、
首
都
貴
族
と
属
州
軍
事
貴
族
の
間
に
、

国
政
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
抗
争
が
あ
．
つ
た
。
軍
事

力
増
強
の
必
要
を
埋
解
し
、
土
地
没
収
を
も
辞
さ
な
か
っ
た
イ
サ
イ

ア
ク
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
帝
の
短
い
統
治
を
除
い
て
、
他
の
皇
帝
は
、
極
力

軍
事
勢
力
に
反
対
し
、
首
都
の
文
官
貴
族
・
財
政
金
融
業
者
、
都
市

近
郊
の
大
．
所
領
主
ら
を
支
持
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
か
っ
て
叛
徒
ス

ク
レ
ρ
ス
は
、
バ
シ
レ
ウ
ス
ニ
世
か
ら
、
皇
帝
権
膿
規
定
の
曝
追
を
問
わ
れ
、

「
軍
隊
に
関
係
す
る
も
の
が
容
解
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
か
れ

ら
に
私
財
を
残
さ
せ
ず
、
不
正
な
課
税
に
よ
っ
て
で
も
枯
渇
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

こ
と
が
肝
要
だ
」
と
答
え
た
が
、
今
の
政
策
は
こ
の
一
面
葉
に
従
っ
た

か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
　
「
ロ
ー
マ
支
配
下
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
貢
税

　
　
　
　
　
ス
ト
ラ
チ
才
i
テ
表
⑩

納
入
者
の
、
兵
　
　
士
と
し
て
の
幸
禰
は
無
視
せ
ら
れ
」
、
「
兵
士
の

中
に
は
武
器
を
棄
て
て
、
弁
護
士
や
法
律
家
に
な
る
も
の
が
多
か
っ

⑪た
」
と
い
・
つ
。
ト
ル
コ
・
ノ
ル
マ
ソ
・
マ
ジ
ャ
ー
ル
・
な
ど
の
圧
迫
を

前
に
し
な
が
わ
、
断
食
と
祈
濤
に
圏
叡
の
安
全
を
託
し
て
い
た
こ
れ

ら
の
由
羅
幣
が
、
　
マ
ソ
ッ
ィ
ケ
ル
ト
、
パ
リ
に
仙
論
れ
、
小
ア
ジ
ア
の
膿
果

論
畢
飢
里
雪
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
・
　
コ
ム
ネ
ノ
ス
に
圧
倒
さ
れ
て
し
素
ま
・
う
（
一

○
八
一
年
）
の
は
、
け
だ
し
妾
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
。

　
圏
家
権
力
の
』
衰
微
に
伴
い
、
旧
来
の
大
所
領
主
は
一
層
勢
力
を
強

め
、
ま
た
中
央
の
代
理
者
と
し
て
地
方
に
あ
っ
た
も
の
の
中
に
は
、

批
襲
在
地
化
し
て
、
「
私
人
」
鳶
§
・
へ
銭
淵
恵
§
馨
一
領
主
化
す
る
も

の
が
多
か
っ
た
。
総
額
の
當
を
竜
っ
て
、
私
的
に
修
道
院
を
設
立
し
、

多
…
数
の
私
丘
ハ
、
隷
属
農
属
を
擁
…
し
て
い
る
も
の
や
皇
帝
か
ら
租
税
免

除
、
土
地
下
賜
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た
も
の
も
多
い
。
私
兵
を
た
の

ん
で
§
ミ
蓼
凡
暫
蛎
§
『
S
ぎ
曾
脳
§
蝿
＆
～
黛
2
ミ
武
。
c
需
器
§
ミ
曇
？

き
鳴
警
§
N
ミ
、
王
位
纂
奪
を
謀
っ
た
き
σ
臨
砿
訟
口
器
6
0
髪
鐸
固
卍
戯
p

箕
。
①
臼
○
ω
8
財
o
O
α
o
餓
二
丁
大
所
領
を
有
し
て
い
た
竃
洋
げ
簿
9
｝
¢

三
二
⑦
㌶
8
μ
　
O
O
轟
ω
救
駆
け
言
　
び
2
0
げ
蝿
⊆
Φ
◎
。
讐
　
》
⇔
鳥
憎
。
嵩
一
〇
　
U
o
g
o
舞
μ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
蒙
9
こ
比
豪
b
讐
。
寮
ぴ
ら
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
修
道
院
も
、
　
一
〇
二
五
…
八
一
年
に
は
、
諸
皇
帝
が
軍
人
で
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
多
数
の
財
政
上
の
賜
・
与
、
イ
ム
ニ
テ
…
ト
を

う
け
、
大
土
地
所
有
、
濃
民
隷
属
進
展
、
の
一
方
の
祷
い
手
と
な
っ
て

い
た
。

　
こ
う
し
た
推
移
の
中
で
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
が
成
立
し
た
こ
と
は
、

軍
事
的
大
土
地
所
有
貴
族
陣
営
に
決
定
的
な
勝
利
を
竜
た
ら
す
こ
と

に
な
り
、
逆
に
、
都
市
貴
族
層
は
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
に
対
す
る
完
金
な
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自
由
貿
易
の
認
可
に
よ
っ
て
、
大
き
い
打
撃
を
う
け
た
。
大
都
市
の

忙
し
い
文
化
に
か
く
れ
つ
つ
も
、
今
や
農
村
が
経
済
活
動
に
お
い
て

支
配
的
な
地
息
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、
テ
マ
の
細
分
化
と
と
も
に
、

農
村
を
支
配
す
る
勢
力
が
都
市
に
も
力
を
及
ぼ
す
形
勢
と
な
っ
て
き

た
。
勿
論
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
も
、
従
来
の
諸
藩
と
同
様
に
、
中
央
集

権
的
国
家
を
志
向
し
て
お
り
、
　
そ
の
た
め
に
、
　
例
え
ば
、
貨
…
幣
改

鋳
∵
新
税
賦
課
・
土
地
台
帳
の
改
訂
な
ど
を
行
い
、
微
税
講
負
制
も

強
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
貧
民
の
ひ
ど
い
破
滅
に
よ
っ
て
金
を
集

　
㊥

め
た
」
と
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
徹
底
し
た
収
奪
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

墾
俗
領
主
の
勢
力
と
影
響
力
を
無
視
す
る
に
は
、
弱
小
に
す
ぎ
、

「
有
力
な
る
も
の
の
一
人
」
と
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
か
っ
た
同
等
皇
帝

は
、
か
れ
ら
の
利
益
を
考
慮
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
代
弁
・
擁
護

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
恩
賞
や
譲
歩
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
の
は
、

こ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
す
で
に
、
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
帝
（
δ
。
。
岡
i

二
心
）
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
・
ト
ラ
ペ
ズ
ソ
ド
に
一
族
功
臣
を
分
封
し
、

び
o
o
コ
区
書
｝
ρ
鑓
霧
’
○
き
σ
q
o
ヴ
・
℃
〔
8
三
挙
き
。
。
ら
に
は
、
異
常
な
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ど
に
広
汎
な
特
権
を
与
え
て
い
た
が
、
マ
ヌ
エ
ル
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
帝

（一

�
ｫ
Q
Q
l
I
・
μ
岡
Q
Q
O
）
の
時
代
に
な
る
と
、
　
そ
れ
が
一
層
大
規
模
に
行
わ
れ

た
。
豊
沃
な
土
地
は
農
民
と
も
ど
も
、
卑
し
い
身
分
の
も
の
に
さ
え

贈
ら
れ
、
　
「
集
め
ら
れ
た
金
は
国
庫
に
溜
ら
ず
、
修
道
院
、
教
会
な

ど
へ
の
贈
物
の
形
で
浪
費
さ
れ
、
ま
た
、
い
ろ
ん
な
種
族
、
と
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ラ
テ
ン
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
一
杯
に
し
て
い
た
扁
と
い
う
。
こ
こ
に
到

っ
て
、
大
土
地
所
有
、
農
民
隷
属
は
、
単
に
私
法
的
な
利
害
を
越
え

て
、
多
分
に
国
政
的
な
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
条
件
約
保
有
の

も
つ
意
味
が
大
き
く
ク
μ
！
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
．
、

　
な
お
、
隠
女
が
、
こ
こ
で
「
条
件
的
土
地
保
有
篇
と
呼
ぶ
も
の
は

実
を
い
え
ば
、
限
定
さ
れ
た
量
の
国
税
へ
の
権
利
の
保
有
を
意
味
し

て
お
り
、
実
際
の
土
地
へ
の
権
利
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、

世
襲
・
譲
渡
・
売
却
の
自
由
な
、
い
わ
ゆ
る
完
全
所
有
舞
苞
ミ
ミ
§
ミ

更
無
e
萎
と
は
、
　
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
屯
の
で
あ
り
、
原
則
的
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヅ
ス
が
テ
イ
ア

国
家
権
力
か
ら
切
離
さ
れ
た
9
、
完
全
な
支
配
権
を
委
譲
さ
れ
た
り

し
た
も
の
で
は
な
い
。
成
程
、
末
期
ビ
ザ
ソ
ッ
で
は
、
条
件
的
保
有

も
「
時
効
で
消
滅
し
な
い
永
遠
の
所
有
物
」
と
化
し
て
い
く
が
、
そ

れ
は
国
家
の
主
張
し
て
い
た
制
隈
、
条
件
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
か
ら

で
、
出
発
点
に
お
い
て
既
に
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
か
か
る
前
提
に
立
っ
て
、
我
々
は
以
下
、
条
件
的
保
有
を
検
討
し

よ
う
。
最
初
に
取
上
げ
る
の
は
、
ア
リ
ス
モ
ス
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
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ノ
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切
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修
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し
た
が

　
問
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道
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法
娩
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の
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条
件
的
保
有
の
案
体

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
ア
リ
ス
モ
ス

　
ア
リ
ス
モ
ス
魯
日
払
と
い
う
の
は
、
　
「
数
」
を
意
味
す
る
ギ
リ

シ
ャ
蛋
㎜
普
通
名
詞
で
あ
る
が
、
我
々
は
今
こ
れ
を
、
修
道
院
、
教
会

に
対
し
て
多
く
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
一
定
数
の
農
民
（
パ
ロ
イ
コ
イ
）

の
贈
与
お
よ
び
彼
わ
の
負
担
し
た
圏
税
の
移
譲
と
理
解
す
る
こ
と
に
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ビザンツにおける翫条件［杓土上也保＝侍’」　（米田）

し
よ
う
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
十
世
紀
以
降
、
大
土
地
所
有
と
小
農
民
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ
　
イ
　
コ
　
イ

零
落
が
進
展
し
、
有
力
者
の
所
領
に
、
隷
属
農
民
と
し
て
移
り
住
む

農
罠
が
多
く
な
っ
た
。
勿
論
、
国
家
は
こ
の
動
き
を
阻
止
せ
ん
と
し

た
。
だ
が
実
際
に
有
力
春
の
土
地
集
積
や
農
民
の
流
揖
を
抑
え
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
国
家
は
、
土
地
問
題
で
は
譲
歩

す
る
が
、
国
家
の
必
要
を
充
足
さ
せ
る
農
民
の
減
少
を
最
小
限
に
食

い
と
め
ん
が
た
め
に
、
私
的
領
主
の
保
有
す
る
農
民
数
を
厳
し
く
制

湿
し
、
そ
の
数
に
少
し
の
変
更
も
認
め
ぬ
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
態
度
は
、
ま
た
下
家
が
好
意
の
し
る
し
と
し
て
、
聖

俗
領
主
に
農
民
を
与
え
る
時
に
も
保
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
農
昆
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
記
載
の
額
を
越
え
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
農
民
贈
与
動
§
媒
§
肥
殺
§
。
へ
、
§
て
が
史
料
の
上
で
確
認
さ
れ
る
の

は
、
十
世
紀
の
中
葉
か
ら
で
、
我
々
の
知
る
限
り
で
は
、
九
四
五
一

六
年
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ソ
七
八
が
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
一
回
岨
道
院
に
対
し
、

非
課
税
曲
辰
民
織
6
0
鳶
㍉
の
§
黙
も
。
ミ
。
へ
瓢
工
ハ
人
を
一
興
旧
っ
た
の
曽
か
尉
駁
初
で
あ

②る
。
帝
は
、
修
道
院
の
土
地
拡
大
を
禁
じ
た
九
瓢
一
五
年
新
法
を
再
確

認
し
た
人
で
あ
る
が
、
農
民
の
贈
与
を
広
く
行
っ
て
お
り
、
右
の
他

に
コ
ロ
ブ
ー
、
　
「
ア
ト
ス
の
」
修
道
院
に
各
々
二
〇
、
七
〇
人
の
非

課
税
農
災
を
与
え
、
聖
ア
ン
ド
レ
修
道
院
ヘ
テ
サ
ロ
ニ
乞
に
は
一
〇

〇
人
の
農
民
遷
§
ミ
き
へ
瓢
錺
奪
磨
き
気
§
書
§
h
ミ
　
の
保
磁
を
承
認
し

た
。
さ
ら
に
、
レ
オ
ソ
テ
ィ
ア
修
道
院
（
ア
ト
ス
）
に
対
し
て
は
、
三

六
戸
の
イ
ク
ス
ク
セ
イ
ア
・
オ
イ
コ
イ
黒
風
、
§
q
へ
⑤
Q
託
気
さ
話
を
割
当

　
③

て
た
。
コ
七
世
を
緻
雇
い
”
た
ロ
マ
ヌ
ス
ニ
世
、
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
フ
ォ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ロ
イ
コ
イ

カ
ス
帝
も
有
力
修
道
院
に
対
す
る
農
民
贈
与
を
つ
づ
け
、
時
に
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
修
道
院
の
完
全
な
支
配
下
に
置
い
た
り
し
た
。
聖
俗
貴
族
の
土
地

拡
大
を
阻
止
せ
ん
と
し
た
最
後
の
皇
帝
バ
シ
レ
ウ
ス
ニ
世
も
ま
た
例
凡

外
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
ラ
ウ
ラ
修
道
院
に
二
五
戸
の
イ
ク
ス
ク

セ
ィ
ァ
。
オ
イ
コ
イ
を
、
僧
ト
ル
ニ
キ
オ
ス
（
イ
ヴ
ニ
ロ
ン
修
道
院
建

立
春
）
に
は
六
〇
人
の
騨
家
職
罠
動
、
ミ
§
魯
§
篭
誉
。
§
へ
と
四
〇
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
非
課
税
農
民
と
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
十
一
世
紀
に
入
る
と
、
農
民
の
贈
与
は
一
層
多
く
な
り
、
か
っ
て

の
贈
与
も
一
次
再
確
認
さ
れ
た
。
キ
オ
ス
島
ネ
ア
・
モ
ネ
ー
修
道
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
リ
に
ソ
ブ
　
ル

は
、
　
一
〇
四
四
年
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
九
八
の
黄
金
文
書
に
よ
っ
て
、

す
で
に
保
有
し
て
い
た
農
畏
さ
蹄
三
二
書
§
憲
｝
な
鰍
ミ
瞬
ぎ
ミ
、
§
の

や
不
動
産
の
血
税
免
除
（
イ
ク
ス
ク
セ
イ
ァ
）
に
加
え
て
、
二
四
人
の

非
諜
税
農
民
を
贈
ら
れ
、
さ
ら
に
四
九
年
に
は
、
同
島
に
い
た
十
蓋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

戸
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
、
そ
の
国
税
を
譲
り
う
け
た
。
岡
じ
頃
、
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イ
ヴ
ェ
ロ
ン
修
道
院
は
、
国
家
農
民
と
非
課
税
農
艮
の
贈
与
と
免
税

動
§
・
牙
講
農
～
㍑
§
q
舐
ミ
騎
…
ぎ
ミ
き
℃
動
＆
養
。
q
§
烹
℃
ミ
g
農
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

馨
§
誌
n
響
塁
§
を
着
け
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
ラ
ウ
ラ
修
道
院
も

先
に
コ
七
世
か
ら
贈
ら
れ
た
一
〇
〇
人
の
農
民
に
加
え
て
、
問
数
の

ぜ
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
ト

“
q
ミ
箕
9
皐
§
へ
曾
ミ
パ
ロ
イ
コ
イ
と
ド
ウ
ロ
バ
ロ
イ
コ
イ
を
与
え
ら

　
⑤

れ
た
。

　
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
一
世
の
登
局
に
は
じ
ま
る
コ
ム
ネ
ノ
ス
三
下
代
に

も
農
民
の
贈
与
は
続
け
ら
れ
た
。
岡
三
皇
帝
は
、
ふ
つ
う
反
修
道
院

政
策
を
強
力
に
推
進
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
十
分
な
論
拠

は
な
い
。
史
料
上
の
制
約
か
ら
確
た
る
こ
と
を
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
が
、
む
し
ろ
、
増
加
の
傾
陶
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
レ
ク

シ
ウ
ス
、
マ
ヌ
エ
ル
帝
が
軍
人
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
プ
ロ
ノ

イ
ア
が
発
展
し
、
ア
リ
ス
モ
ス
と
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
一
体
化
が
進
ん
だ

こ
と
が
そ
の
原
簿
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
両
帯
の
農
民
贈
与
で
、
そ
の

実
際
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
ご
く
少
な
く
、
次
の
も
の
が
知

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
帝
…
ゆ
、
ケ
ド
ニ
ア
の
墾
母
修
道
院
（
非
課
税
農
難

一
二
人
）
、
　
バ
ト
モ
ス
鵬
の
磁
諜
ヨ
ハ
ネ
黄
門
湿
院
（
同
一
二
涯
こ
，
れ
は
マ
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

エ
ル
帝
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぷ
　
オ
コ
ト
ヘ
ノ
ロ
イ

　
マ
ヌ
エ
ル
帝
ー
ー
i
ケ
ル
キ
ラ
教
会
（
瞬
一
〇
〇
人
、
教
会
奴
隷
三
〇
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

家
僕
五
四
H
イ
サ
イ
ア
ク
、
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
ら
後
継
者
が
確
認
）
。

　
以
上
、
我
た
は
農
民
贈
与
の
具
体
例
を
追
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
が
行
わ
れ
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
皇
帝
の
妊
一
思
、

寛
大
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
寛
大
さ
は
、
修
道

院
に
、
か
れ
ら
の
保
護
者
が
皇
帝
で
あ
り
、
総
主
教
以
下
一
切
の
も

の
は
し
乳
せ
ん
そ
の
競
争
絹
手
で
な
い
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
効
果
を

も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
際
に
、
こ
の
細
論
に
よ
っ

て
、
修
道
院
の
労
働
力
が
確
保
さ
れ
、
ひ
い
て
は
燭
税
の
正
常
な
…
徴

収
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
二
ヶ
月
ォ
ロ
ス
・
フ
ォ
カ
ス
帯
の
新

法
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
轟
時
の
修
道
院
は
、
一
体
に
、
労
働
力
不
足
に
悩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ま
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
の
土
地
が
放
置
さ
れ
て
い
た
。
）
た
だ
、
そ
の
場

合
、
臣
道
と
な
る
の
は
妬
何
な
る
労
働
力
が
供
給
さ
れ
る
か
で
あ
っ

て
、
こ
こ
に
下
賜
の
対
象
と
な
っ
た
農
民
の
地
位
が
問
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
こ
れ
は
直
ぐ
に
気
の
つ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
私
的
領
主
に
贈
ら
れ

た
農
民
は
、
そ
の
位
地
か
ら
二
つ
の
範
躊
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
非
課
税
農
民
§
へ
ぎ
ミ
南
ミ
瓢
爲
鳶
蹄
　
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
他
は
国
家
農
民
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
イ
ク
ス
ク
セ
イ
ア
・
オ
イ
コ
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イ
な
ど
で
あ
る
，

　
は
じ
め
の
場
合
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
共
同
体
の
解
体
や

経
済
的
破
滅
か
ら
撮
れ
た
、
門
国
庫
の
与
り
知
ら
ぬ
農
民
」
電
享
遠
ミ
ミ

響
§
専
遷
ミ
ミ
で
、
あ
る
文
書
は
、
こ
れ
を
定
義
し
て
、
「
自
分
の
土

地
を
も
た
ず
、
国
税
負
担
、
兵
役
・
駅
逓
の
義
務
、
そ
の
他
に
従
わ

さ
れ
な
い
農
民
」
、
ミ
怨
蔦
℃
～
勲
ミ
趣
転
耳
ミ
．
：
蕊
討
効
ミ
。
ミ
奪
、
ミ
盆

魯
鳶
鵠
養
曲
9
曇
も
奏
鎚
N
・
ミ
烹
き
馬
…
二
季
ミ
鋤
・
ミ
。
q
§
毒
貯
さ
。
ミ
平
気
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

曾
曾
葱
烹
ミ
と
い
っ
た
。
　
「
よ
そ
も
の
漏
（
精
算
ミ
）
と
も
呼
ば
れ
て
い

た
彼
ら
は
、
実
際
上
、
既
裁
か
ら
見
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い
農
民

で
あ
り
、
園
税
台
帳
か
ら
抹
消
さ
れ
、
ヴ
ァ
ガ
ボ
ソ
的
な
生
活
を
送

っ
て
い
た
。
非
課
税
農
罠
の
贈
与
と
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
め

た
農
民
を
自
己
の
領
地
に
導
き
入
れ
る
権
利
の
賦
与
で
あ
っ
て
、
決

っ
た
数
（
ア
リ
ス
モ
ス
）
の
農
民
に
つ
い
て
は
、
国
家
は
一
切
の
権
利

を
放
棄
し
た
。
だ
か
ら
、
新
た
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
農
民
は
、
私
的

領
主
の
土
地
台
帳
に
組
込
ま
れ
る
と
と
も
に
、
完
全
な
支
配
を
う
け
、

領
主
の
好
き
な
所
に
住
ま
わ
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
幽
き

る
こ
と
な
ら
、
国
家
は
下
賜
の
対
象
を
こ
れ
ら
非
課
税
農
民
に
限
り
、

そ
の
数
屯
最
小
限
に
お
さ
え
た
い
と
希
っ
た
。
現
在
こ
そ
国
家
と
の

関
係
が
切
れ
て
い
る
が
、
か
れ
ら
も
潜
在
的
労
働
力
で
あ
る
こ
と
に

は
違
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
今
、
国
家
と

薩
結
し
て
、
岡
税
納
入
、
国
家
奉
仕
を
行
っ
て
い
る
も
の
も
贈
与
さ

れ
て
い
た
。
照
家
農
民
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
各
々
イ
ヴ
ェ
ロ
ソ
、
ネ
ア
・

モ
ネ
ー
修
道
院
に
贈
ら
れ
た
こ
と
、
イ
ク
ス
ク
セ
イ
ア
・
オ
イ
コ
イ

が
レ
オ
ソ
テ
ィ
ア
、
ラ
ウ
ラ
爾
修
道
院
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
右
に

見
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
農
民
の
喪
失
は
、
非
課
税
農
民
の

場
合
と
は
違
っ
て
、
直
接
、
少
な
か
ら
ぬ
マ
イ
ナ
ス
を
も
た
ら
す
も

の
で
あ
り
、
国
家
は
、
そ
の
数
に
つ
い
て
、
殊
に
強
い
統
制
力
を
保

持
せ
ん
と
し
た
。
そ
し
て
、
理
論
上
、
贈
与
さ
れ
た
農
民
に
対
す
る

権
利
を
失
っ
て
お
ら
ず
、
か
れ
ら
の
支
払
っ
て
い
た
国
税
を
私
的
領

主
に
委
譲
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
見
た
。
キ
オ
ス
島
の
ユ
ダ
ヤ
人

や
イ
ク
ス
ク
セ
イ
ア
。
オ
イ
コ
イ
は
今
後
、
国
庫
に
で
は
な
く
修
道

院
に
納
税
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
結
計
セ
・
湿
。
N
黛
暮
℃
普
一

舞
さ
騎
鼠
喬
き
馬
…
暫
’
尋
§
①
－
曽
融
爲
N
s
耳
当
＼
隅
ミ
養
が
、
か
れ
ら
窟

身
は
国
家
と
完
全
に
関
係
を
絶
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
後
に
、

肇
ヨ
ハ
ネ
修
道
院
が
レ
ム
ノ
ス
島
に
二
三
人
の
国
家
農
民
§
評
§
℃

㍗
鶏
き
§
駄
§
忌
q
奪
曾
ミ
q
§
葛
く
司
課
外
ミ
§
を
与
え
ら
れ
た
と
き
竜

　
　
　
　
　
《

同
様
で
、
修
道
院
が
得
た
の
は
、
農
民
の
負
担
し
て
い
た
三
四
ヒ
ュ
ペ

ル
ペ
ラ
の
｛
園
税
と
厭
世
櫨
時
に
お
け
る
か
れ
ら
の
賦
役
労
働
　
瓢
湖
寝
も
の
へ
食

93　（259）



　
　
　
　
　
⑭

だ
け
で
あ
っ
た
。

　
農
民
贈
与
と
、
そ
れ
に
伴
う
国
税
移
譲
は
、
こ
う
し
て
、
文
書
に

記
さ
れ
た
一
定
数
の
も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
余
分
は
す
べ
て
国
税

台
帳
に
登
録
し
な
お
さ
れ
、
再
び
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
一
一
七
五
年
、
聖
パ
ウ
ロ
修
道
院
（
ミ
レ
ト
ス
近
郊
）
で
は
、
テ

マ
長
官
の
命
に
よ
り
、
農
民
の
保
有
状
態
が
調
査
さ
れ
た
が
、
そ

の
命
令
と
報
告
は
実
に
明
快
に
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
　
「
も
し
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ロ
イ
コ
イ

道
院
が
交
雷
に
従
っ
て
、
当
然
も
つ
べ
き
数
の
農
罠
を
有
し
て
い
る

と
認
め
ら
れ
た
な
ら
、
修
道
院
に
こ
れ
ま
で
ど
お
紗
の
保
有
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

よ
。
さ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
（
余
分
の
も
の
を
）
国
庫
に
移
す
べ
し
。
一
一

「
す
べ
て
の
農
桑
が
修
道
院
の
所
属
で
は
な
い
こ
と
が
分
っ
た
。
だ

か
ら
、
か
れ
ら
の
う
ち
の
少
な
か
ら
ざ
る
も
の
は
国
庫
に
結
び
つ
け
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ら
れ
、
国
庫
の
台
帳
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」
　
こ
の
他
、

ア
リ
ス
モ
ス
の
厳
守
は
農
民
死
亡
の
場
合
に
問
題
と
な
っ
た
。
が
、

普
通
こ
れ
に
は
、
　
「
外
か
ら
で
は
な
く
て
、
修
道
院
に
与
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

農
民
の
子
孫
か
ら
補
充
さ
れ
る
」
と
い
う
原
則
が
適
用
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
修
道
院
の
側
か
ら
い
っ
て
も
、
国
家
の
側
か
ら
い
っ
て
も
、

こ
れ
が
最
も
簡
単
で
、
し
か
も
安
全
な
方
法
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
　
聖
母
修
道
院
へ
の
勅
書
の
中
で
、
　
マ
ヌ
エ
ル
帝
も
、

「
験
ば
、
貴
院
が
す
で
に
下
賜
せ
ら
れ
た
G
e
§
。
踏
噴
駐
）
十
二
人
の
、

農
民
を
、
数
変
え
る
こ
と
な
く
保
有
す
る
こ
と
を
望
む
。
（
こ
の
数
は
）

か
れ
ら
の
死
後
、
子
供
達
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
べ
し
」
と
い
っ
て

　
⑱

い
る
。

　
か
か
る
国
家
の
厳
し
い
制
限
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
修
道
院
の
新
農

民
獲
得
は
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
度
重
な
る
調
査
や
．
再
登
録

の
試
み
為
体
、
す
で
に
そ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
マ
ヌ
諜
ル

帝
の
大
規
模
な
聖
俗
領
主
へ
の
特
権
下
賜
が
さ
ら
に
笹
飴
・
を
か
け
た
。

か
れ
は
馬
瀬
欧
政
策
を
と
る
と
と
も
に
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
下
賜
を
一
般

化
し
、
そ
れ
と
蓑
裏
一
体
を
な
す
農
民
贈
与
を
広
く
行
っ
た
の
で
あ

⑳る
。
勿
論
、
か
れ
も
労
働
力
確
保
に
は
強
い
関
心
を
も
っ
て
お
り
、

修
道
院
に
保
有
農
民
数
の
明
示
を
求
め
た
り
、
　
翻
心
が
欲
す
る
だ
け

の
」
（
窃
8
c
n
㍗
曾
＆
臨
ミ
葛
輸
）
農
罠
を
移
し
入
れ
た
い
と
の
要
求
を

断
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
　
「
修
道
院
は
土
地
・
農
晟
を
、
今
霞

も
っ
て
い
る
以
上
に
増
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
も
定
め
て
い
る
。

し
か
し
、
注
音
ゆ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
ア
リ
ス
モ
ス
が
、
あ
く
ま

で
も
公
的
な
も
の
で
、
私
的
領
主
間
の
横
の
、
私
的
な
饗
民
授
受
に
．

は
関
与
し
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
、
ア
リ
ス
モ
ス
の
現
実
を
欝
金
に
理
解
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
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で
あ
ろ
う
。
加
之
、
マ
ヌ
エ
ル
帝
は
、
　
「
修
道
院
財
産
は
、
た
と
え

徴
税
官
の
調
査
に
よ
っ
て
、
国
家
の
主
張
す
べ
き
余
地
が
あ
る
と
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

明
し
て
も
、
不
可
侵
で
あ
る
」
と
宣
言
し
た
。
こ
れ
は
結
果
的
に
、

私
的
な
農
民
授
受
を
放
嘱
す
る
こ
と
に
な
り
、
国
家
の
統
心
力
を
弱

め
る
働
き
を
し
た
。
こ
れ
以
後
、
修
道
院
の
現
有
農
民
数
が
そ
の
ま

ま
承
認
ざ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
診
、
十
三
世
紀
初
頭
に
は
、
　
「
よ
そ

も
の
」
が
無
制
限
に
移
し
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
次
に
、
我
々
は
、
農
民
贈
与
に
お
け
る
領
主
・
農
民
関
係
に
ふ
れ

て
お
こ
う
。
非
課
税
農
民
の
場
合
か
ら
見
て
い
く
と
、
そ
こ
で
は
領

主
の
完
全
な
農
民
支
醜
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
ラ
ウ
ラ
修

道
院
は
新
に
迎
え
入
れ
た
農
民
を
好
き
な
所
に
住
ま
わ
す
こ
と
竜
で

き
た
。
　
（
動
雲
熱
驚
さ
ミ
笥
寒
凄
き
～
の
㌃
。
器
×
g
内
㍗
鰯
登
＆
篭
ミ
曾
艶
。
－

　
⑳

ミ
3
）
。
　
一
一
〇
六
年
、
聖
母
修
道
院
へ
の
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
一
世
の
黄

金
文
書
は
さ
ら
に
明
瞭
に
、
こ
の
関
係
を
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

　
　
　
　
パ
ロ
イ
コ
イ

十
二
人
の
農
民
は
「
修
道
院
に
奉
仕
、
．
題
、
鵠
。
も
凝
望
＆
。
暖
し
て
、
他
に
主

人
を
と
っ
て
は
な
ら
ず
、
§
設
曇
軌
§
ミ
驚
q
熱
3
℃
舞
ミ
§
渚
。
Σ
舞
）
」
、

逆
に
修
道
院
は
、
か
れ
ら
か
ら
「
い
か
な
る
利
益
を
得
て
も
よ
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
自
分
の
土
地
を
も
た
ず
、

国
税
を
免
除
さ
れ
、
従
っ
て
「
臼
由
」
で
あ
っ
た
非
課
税
農
民
は
、

修
遵
院
所
領
に
定
着
す
る
と
同
時
に
、
土
地
を
貸
与
さ
れ
て
、
N
①
午

σq

ﾏ
同
製
9
（
一
ペ
ア
の
牛
と
そ
れ
に
見
合
う
土
地
を
有
す
る
趣
民
）
　
に
転
化

し
、
一
般
国
税
の
形
態
と
盤
に
準
拠
し
た
地
代
を
領
主
に
負
担
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
庫
農
民
な
ど
の
贈

与
の
場
合
に
は
理
論
上
、
人
格
的
隷
属
は
起
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ

た
。
史
料
的
制
約
か
ら
、
こ
こ
で
の
領
主
・
農
民
関
係
は
よ
く
分
ら

．
な
い
が
、
そ
れ
で
も
農
民
の
土
地
所
有
権
に
変
化
が
生
じ
な
い
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
国
税
支
払
の
畑
…
手
を
変
え
た
だ
け
で
あ

っ
た
か
ら
。
し
か
し
実
際
に
は
、
雰
課
税
農
民
贈
与
に
お
い
て
見
ら

れ
た
の
と
同
様
な
領
主
収
奪
を
う
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
領
主
か
ら

見
れ
ば
、
移
譲
さ
れ
た
国
税
の
額
は
、
こ
れ
以
下
に
は
下
ら
ぬ
と
い

う
最
小
限
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
普
通
で
あ
っ

た
。
史
家
ニ
ケ
タ
ス
・
コ
ニ
ア
テ
ス
の
雷
葉
を
借
り
る
な
ら
、
　
「
い

わ
ゆ
る
農
民
の
贈
与
に
よ
っ
て
　
餐
脚
N
ミ
。
烹
萎
歌
風
含
淵
§
。
㍗
ミ

ぎ
黛
ミ
嶋
、
こ
れ
ま
で
百
家
を
主
人
に
し
て
い
た
属
州
住
民
凡
き
曾
二

月
ヘ
ミ
母
隻
ミ
留
q
鵠
警
謹
N
ミ
警
『
・
嚇
は
隷
属
民
に
変
り
、
…
…
奴
隷
の

よ
う
に
軍
人
に
仕
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
旨
・
ミ
§
セ
㍗
受
誉
ミ
へ

　
　
⑭

き
。
一
こ
の
で
あ
る
。
　
こ
の
言
葉
は
後
述
の
如
く
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
下

賜
に
　
最
及
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
ア
リ
ス
モ
ス
と
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
一
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体
化
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
両
麿
に
共
通
し
て
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ロ
イ
が
ア

つ
た
と
こ
ろ
の
、
隅
税
へ
の
権
利
か
ら
農
畏
支
配
権
恥
へ
と
い
・
2
発
醗
夙

の
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
と
こ
ろ
が
ら
、
ア
リ
ス
モ
ス
は
修
道
院
、
教
会
さ
ら
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
に
イ
コ
イ

俗
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
一
定
数
の
農
民
の
贈
与
で
あ
り
、
（
国
家
に

直
結
し
て
い
る
農
毘
の
場
合
に
は
）
そ
の
負
担
国
税
の
移
譲
で
あ
る
こ
と

が
分
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
が
修
道
院
等
の
荘
園
経
済
を
可
能
に
し
た

道
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
十
一
・
二
世

紀
に
は
ア
リ
ス
モ
ス
の
厳
守
は
一
応
、
有
効
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、

次
第
次
第
に
国
家
の
統
鋼
力
が
減
退
し
、
私
的
領
主
の
優
越
と
農
民

隷
属
化
が
進
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

①
9
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ω
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σ
q
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話
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．
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器
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ω
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＄
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誌
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Q
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け
ン
搾
ρ
急
ン
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一
の
q
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二
℃
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∵
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H
〈
一
二
　
一
㊤
の
鱒
噌
属
”
　
一
）
甲
　
ω
．
刈
1
0
Q
．
　
。
ハ
　
シ
レ
ゥ
ス
…
一
望
け
…
、
　
傾
｝
の
他
、
　
オ
ク
リ

　
ダ
大
主
教
に
シ
ジ
リ
オ
ン
を
発
し
、
大
主
教
及
び
そ
の
監
無
下
の
主
教
が
、

　
若
干
の
爾
税
免
除
を
歩
け
た
パ
ロ
イ
コ
イ
、
ク
レ
リ
コ
パ
ロ
イ
コ
イ
を
、
二

　
瀾
－
八
つ
人
の
輻
の
中
で
適
嘉
に
も
っ
こ
と
を
許
し
た
。
門
』
、
し
ど
三
豊
署
「

　
げ
自
露
盤
屋
鵠
認
嗣
お
甲
羅
日
臨
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層
S
緊
刈
Q
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門
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囲
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ρ
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ω
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ピ
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σ
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ρ
菊
o
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洋
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醇
℃
曾
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二
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闇
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ω
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p
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ω
ご
O
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ω
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。
α
q
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罫
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”
c
ワ
。
一
f
や
昏
O
G
Q
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⑨
⑩
　
○
璽
○
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σ
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5
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曽
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〔
r
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魅
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ω
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一
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字
野
¢
曜
一
）
罫
ε
p

　
O
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ω
O
N
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9
鉱
O
嵩
ω
ω
駕
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冨
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，
O
頴
亀
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荊
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O
嵩
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咽
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，
O
㌶
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、
N
転
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】
ポ
．
甑
ρ
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O
ρ
ワ
㎝
一
’
船
ρ
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⑪
8
0
嶺
舅
三
二
器
羅
。
単
層
。
暑
．
b
。
G
。
¢

⑫
日
霞
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器
讐
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マ
同
。
。
同
1
ω
．

⑧
　
罰
り
Φ
ヨ
Φ
二
ρ
O
℃
■
o
洋
；
や
Q
◎
9

⑭
　
イ
ク
ス
ク
セ
イ
ア
・
オ
イ
コ
イ
は
、
最
も
難
解
な
農
疑
範
疇
で
、
実
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ド
イ
コ
イ
ア
テ
レ
ィ
ス
　
　
ド
ウ
ロ
バ
ロ
ィ
ロ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
シ

　
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
非
課
税
縫
疑
、
奴
　
　
僕
と
は
峻
別
さ
れ
、
圏
家

　
ア
ザ
ナ
イ

　
農
民
と
も
違
う
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
特
殊
な
奇
矯
…
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

　
て
一
般
の
義
務
を
免
ぜ
ら
れ
た
潤
家
直
結
の
農
民
で
あ
ろ
う
。
Q
罫
跨
’
凝
’

　
開
碧
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ビザンツにお抄るr条件的土地保有」　（米1鵜

　
㌶
鳶
q
蒜
気
き
e
烹
遷
鷺
S
嘗
て
曲
動
。
鼠
。
詫
亀
。
へ
§
℃
三
冒

⑲
〉
鼻
目
霧
潔
奏
鍔
貯
器
◎
。
2
二
〇
昌
」
8
■

⑳
　
今
臼
か
れ
の
下
賜
交
書
は
殆
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
バ
リ
サ
モ
ン

　
が
、
二
期
マ
ヌ
ユ
ル
は
カ
ノ
ン
に
反
す
る
こ
と
な
く
、
農
民
の
贈
与
を
行

　
つ
た
と
称
讃
し
た
こ
と
（
α
き
・
崇
葺
℃
ρ
C
×
図
×
＜
鼻
8
歴
㊤
。
。
メ
。
。
6
、

　
ニ
ケ
タ
ス
・
コ
ニ
ア
テ
ス
が
逆
に
、
帯
｝
の
「
濫
期
偏
を
非
難
し
た
こ
と
を

　
想
起
し
た
い
。

⑳
ρ
○
ω
曽
。
σ
q
o
村
。
・
5
・
層
。
℃
。
。
罫
ー
ワ
。
。
ド

㊧
　
Ω
．
や
O
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錠
①
艮
。
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巳
6
H
」
δ
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霧
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唱
や
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O
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昌
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困
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噂
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霞
沖
謹
が
葭
嘱
霞
癒
零
こ
。
暮
。
ぱ
1
誤
．
　
一
二
二
七
年
ヴ
ァ

　
タ
ッ
エ
ス
帝
の
下
賜
文
鞍
な
ど
で
は
、
　
「
園
庫
の
与
り
知
ら
ぬ
他
処
看
」

　
の
数
が
全
然
記
さ
れ
て
い
な
い
。

⑳
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o
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6
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P
＃
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⑳
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ρ
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づ
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u
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切
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b
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翻
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淵
8
雷
O
寓
（
亡
d
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ゴ
ニ
×
H
×
り
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露
y
O
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鎗
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卜
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⑳
　
望
。
舞
霧
O
ぽ
〇
三
塁
＄
”
麟
凶
。
。
け
。
ユ
斜
℃
や
ト
⊃
鳶
凸
・

2
　
力
リ
ス
テ
ィ
キ
ア

　
条
件
付
き
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
保
有
農
民
数
に
対
す
る
国
家

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
維
持
に
力
点
が
躍
か
れ
て
い
た
ア
リ
ス
モ
ス
に
比

べ
る
と
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
に
は
一
応
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
た
と
い
え

よ
う
が
、
こ
の
プ
ロ
ノ
イ
ア
に
よ
く
似
た
も
の
に
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア

賢
も
ミ
舐
ミ
黛
が
あ
っ
た
。
最
近
の
研
究
で
は
、
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
と
プ

ロ
ノ
イ
ア
を
、
と
も
に
中
央
権
力
か
ら
の
下
賜
だ
と
し
て
、
両
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

社
会
的
性
格
の
近
似
を
主
張
す
る
む
き
が
多
く
、
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス

キ
ー
は
両
者
の
差
異
を
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
公
法
的
性
格
、
カ
リ
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

イ
キ
ア
の
私
法
的
性
格
に
求
め
て
い
る
。
だ
が
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
は

ア
レ
ク
シ
ウ
ス
帝
時
代
か
ら
、
多
分
に
公
法
的
な
も
の
と
化
し
て
お

の
、
い
よ
い
よ
算
者
の
近
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
カ

リ
ス
テ
ィ
キ
ア
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
の
び
①
零
凱
鼠
瓢
ヨ
に
当
る
語
で
あ
る
が
、
通
常

次
の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
修
遊
院
所
有
者
が
、
だ
れ

か
（
多
く
俗
人
）
に
、
自
分
の
修
道
院
を
一
時
的
に
委
託
し
、
庇
護
を

求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
委
託
を
う
け
た
も
の
（
ヵ
リ
ス
テ
ィ

カ
リ
ォ
イ
）
に
は
、
修
道
院
の
全
収
入
を
受
取
る
権
利
と
修
道
僧
及

び
建
築
物
を
護
っ
て
い
く
義
務
が
与
え
ら
れ
た
。
勿
論
、
当
の
修
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
リ
ス
テ
イ
カ
リ
オ
イ

院
の
所
有
名
義
に
は
、
何
の
変
更
も
起
ら
・
な
い
の
だ
か
ら
、
受
託
者

が
享
受
す
る
の
は
、
一
時
的
な
用
益
権
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
私
的
契
約
と
い
う
性
格
の
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
は
、
元

々
教
会
組
織
そ
の
も
の
の
内
で
決
定
さ
れ
問
題
に
さ
れ
て
い
た
も
の

で
、
　
「
修
道
院
の
再
興
・
盛
飾
、
受
託
者
の
魂
の
救
済
」
と
い
う
大
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義
名
分
を
か
ざ
し
て
い
た
。
そ
れ
は
既
に
偶
像
破
壊
時
代
前
に
知
ら

れ
て
い
た
慣
行
で
あ
っ
た
が
、
十
世
紀
こ
ろ
か
ら
よ
う
や
く
実
題
化

し
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
ろ
、
弱
小
修
道
院
の
庇
護
を
有
力
修

道
院
に
委
ね
る
こ
と
と
並
ん
で
、
俗
人
に
修
道
院
な
委
譲
す
る
こ
と

が
多
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
の
九
九
六
年
新
法
も
、
小
修
道
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

が
度
々
有
力
者
に
授
与
さ
れ
た
旨
を
報
じ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ン
チ

オ
ケ
総
主
教
ヨ
ハ
ネ
ス
は
、
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
カ
リ
ス
テ
ィ
キ

ア
の
…
様
子
を
こ
・
う
述
べ
て
い
る
。

皇
帝
や
総
主
教
は
、
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
さ
れ
か
か
っ
て
い
る
修

道
院
や
養
老
院
を
俗
人
貴
顕
に
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
は
じ

め
物
質
的
利
益
の
た
め
で
は
な
く
、
復
興
と
盛
飾
と
魂
の
た
め
に
行
わ
れ

て
い
た
。
し
か
る
に
、
疇
と
と
も
に
、
敵
は
こ
の
慣
行
に
毒
を
入
れ
た
。

貧
欲
で
あ
り
、
厭
う
べ
き
利
益
へ
の
欲
望
で
あ
る
。
外
晃
の
よ
い
口
実
、

つ
ま
り
修
道
院
の
適
切
な
　
時
的
委
譲
を
唱
え
て
、
か
れ
ら
は
健
全
な
修

道
院
や
養
老
院
さ
え
完
全
な
贈
物
と
し
て
与
え
は
じ
め
た
。
そ
し
て
更
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
、
最
も
広
大
で
収
入
の
多
い
も
の
さ
え
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
濫
用
は
修
道
院
を
廃
頽
に
導
く
も
の
で
あ
り
、
当
然
、
繰

返
し
て
正
常
化
の
決
議
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
修
道
院
を
保
護
す

る
と
い
う
名
分
を
も
っ
て
い
る
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
そ
の
も
の
の
廃
止

は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
総
主
教
を
含
め
て
高
位
聖
職
者
の

中
に
、
こ
の
慣
行
を
有
利
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ら
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

議
は
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
は
、
登
位
後
、
九
目
己
の
側
近
従
者

に
報
い
る
た
め
に
、
修
道
院
に
手
を
か
け
、
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
を
広

汎
に
行
っ
た
。
総
主
教
ヨ
ハ
ネ
ス
は
か
な
り
の
誇
張
を
こ
め
て
い
う
。

　
今
や
、
あ
ち
こ
ち
の
修
道
院
の
問
題
で
は
な
く
、
す
べ
て
が
俗
人
に
与
え

　
ら
れ
た
。
大
小
、
貧
富
、
男
子
女
子
を
問
わ
ず
、
二
・
三
の
新
設
修
道
院

　
を
除
い
て
、
す
べ
て
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
。
…
…
殺
入
的
な
下
賜
文
書
の

　
蟹
頭
に
は
、
す
で
に
濱
神
が
晃
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
『
朕
は
、

　
汝
に
何
某
の
修
道
院
、
例
え
ば
イ
エ
ス
の
そ
れ
、
聖
欝
の
そ
れ
、
或
は
聖

　
者
の
そ
れ
を
、
財
産
・
不
動
産
・
収
入
と
も
ど
も
、
汝
の
生
け
る
う
ち
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
．
は
二
代
に
亘
っ
て
贈
与
す
る
臨
と
い
う
の
だ
…
…
。

　
事
実
、
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
帝
は
、
修
道
院
を
い
く
つ
か
の
牌
範
疇
に
分
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

修
道
院
に
対
す
る
皇
帝
の
自
由
処
分
を
慮
明
の
も
の
と
し
た
。
オ
フ

リ
ダ
の
テ
オ
フ
ィ
ラ
ク
ト
ス
は
、
　
だ
れ
か
に
贈
ら
れ
る
べ
塁
へ
倉
q
O
簑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
め
土
地
を
没
収
さ
れ
た
こ
と
を
歎
い
て
い
る
。
し
か
し
、
何
よ
り

も
正
し
く
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
の
本
質
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
の
は
、
ア

レ
ク
シ
ウ
ス
帝
が
、
弟
ア
ド
リ
ア
ヌ
ス
に
、
カ
サ
ソ
ド
ラ
半
島
を
与
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ビザンツ1こおける「条件的土地保准」　（米雁：1）

え
た
と
き
の
文
書
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
半
島
の
大
半
が
ア
ト
ス
の
ラ

ウ
ラ
修
道
院
の
土
地
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
こ
と
を
聞
き
及
ん
だ
修

道
士
は
、
今
後
、
皇
弟
の
隷
属
民
（
パ
ロ
イ
コ
イ
）
と
見
倣
さ
れ
る
の

で
は
な
い
’
か
と
恐
れ
、
安
堵
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
答
え
た
の
が
問

題
の
文
書
で
、
そ
れ
に
は
、
所
論
権
に
つ
い
て
は
何
の
変
更
も
な
く
、

た
だ
同
半
嵩
か
ら
の
国
税
焼
＆
曾
塞
q
へ
。
¢
、
§
ξ
§
が
白
尋
弗
に
委
譲
さ

れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア

は
、
所
有
権
で
は
な
く
て
、
用
益
権
、
国
税
徴
収
権
の
委
譲
を
伴
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

条
件
的
保
有
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
国
家
と
受
託
者
と
の
関
係
は
、
こ
う
し
て
次
第
に
公
的
な
竜
の
に

向
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
、
バ
リ
サ
モ
ン
が
言
及
す
る

マ
ヌ
ェ
ル
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
帝
の
二
つ
の
勅
令
が
注
撮
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
十
二
世
紀
中
葉
の
こ
の
勅
令
は
、
皇
帝
が
教
会
、
修
道
院
に

下
賜
し
た
土
地
を
、
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
と
し
て
受
取
ら
ん
と
す
る
入

々
に
身
分
的
制
約
を
加
え
た
も
の
で
、
も
し
闇
題
の
土
地
を
受
取
っ

た
の
が
元
老
院
議
員
や
将
校
階
層
に
属
さ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
土
地
（
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ァ
）
は
国
庫
に
没
収
さ
れ
る
べ
し
と
定
め

　
　
⑧

て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
マ
ヌ
ェ
ル
帝
は
プ
ロ
ノ
イ
ア
授
与
を
広

汎
に
行
っ
た
人
で
あ
り
、
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
二
つ
の
勅
令
の

意
図
し
た
と
こ
ろ
は
、
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
と
プ
ロ
ノ
イ
ア
を
関
連
づ

け
、
皇
帝
（
下
賜
）
↓
教
会
・
修
道
院
（
ヵ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
）
I
l
Y

元
老
院
貴
族
・
将
校
、
な
い
し
は
皇
帝
（
ブ
μ
ノ
イ
ァ
）
↓
元
老
院

貴
族
・
軍
人
と
い
う
関
係
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

患
わ
れ
る
。
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
は
か
く
し
て
プ
ロ
ノ
イ
ア
に
収
敏
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
受
託
者
と
修
道
院
・
修
道
士
の
関
係
は
ど
ん
な
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
受
託
者
は
与
え
ら
れ
た
修
道
院
の
載
入
を

増
す
こ
と
に
全
力
を
あ
げ
た
。
ミ
カ
エ
ル
・
プ
セ
獄
ス
は
、
受
託
者

と
し
て
の
立
場
か
ら
、
　
「
も
し
私
が
修
道
院
の
た
め
に
、
必
要
な
こ

と
を
行
う
と
す
れ
ば
、
牛
を
買
い
、
葡
萄
を
植
え
、
さ
ら
に
川
の
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

れ
を
変
え
、
灌
概
設
備
を
設
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
て
い
る
が
、

実
際
か
れ
は
、
　
一
修
道
院
を
委
ね
ら
れ
た
時
、
播
種
竜
刈
入
れ
も
行

わ
れ
て
い
な
い
領
地
を
「
改
良
し
、
開
墾
・
拡
大
す
る
」
任
務
に
つ

　
　
　
　
　
⑬

い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
営
・
収
奪
は
、
受
託
者
の
も
て
る
現

実
的
な
力
に
よ
っ
て
次
第
に
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
隷
ハ
ネ
ス
の
言

葉
を
借
り
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
　
「
受
託
者
は
修
道
院
を
自
分
の
権
力

下
に
お
く
と
、
貧
禁
な
腹
を
開
け
、
修
道
院
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
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の
を
呑
込
ん
だ
。
家
屋
、
土
地
、
家
禽
そ
の
他
を
、
寺
院
そ
の
も
の

を
、
さ
ら
に
は
僧
侶
を
も
自
分
の
噺
有
物
と
考
え
る
よ
う
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
」
と
い
う
よ
う
で
あ
っ
た
。
ラ
ウ
ラ
修
道
院
の
僧
侶
さ
え
、
皇
弟

に
国
税
を
納
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
蒔
に
は
、
パ
μ
イ
コ
イ
、
旧

い
換
え
れ
ば
「
個
有
の
土
地
を
屯
た
ず
、
他
人
に
納
税
の
義
務
を
負

う
も
の
」
と
見
敬
さ
れ
は
し
な
い
か
と
危
惧
し
た
の
で
あ
る
。
ギ
リ

シ
ャ
正
教
会
最
大
の
権
威
を
誇
っ
た
ラ
ウ
ラ
修
道
院
に
し
て
か
く
の

如
き
と
す
れ
ば
、
他
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
修
道
院
創
建
の

書
に
は
、
度
々
、
　
「
皇
帝
・
総
主
教
・
府
主
教
・
市
民
に
従
わ
さ
れ

る
こ
と
な
く
」
、
　
「
自
立
的
で
自
由
で
あ
る
」
　
亀
ま
勲
q
蓉
哩
ミ
、
§
～

＆
3
瑠
＆
ミ
＄
奪
～
舞
。
題
o
b
霞
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
カ
リ
ス
テ
ィ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ア
の
慣
行
と
「
害
亜
心
」
は
決
し
て
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
．
る
。

　
要
す
る
に
、
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
は
元
来
、
教
会
機
構
内
部
で
の
私

的
契
約
に
も
と
つ
く
修
道
院
委
託
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
国
家
の
修

道
院
財
産
に
対
す
る
干
渉
が
強
ま
り
、
公
的
な
下
賜
と
し
て
の
性
格

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
修
道
院
そ
の

も
の
の
権
利
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
な
く
、
用
益
権
・
国
家
徴
収

　
　
カ
リ
ス
テ
イ
カ
リ
オ
ィ

権
を
受
託
者
に
付
与
す
る
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
．
つ
た
が
、
現
実

に
は
、
往
友
、
受
託
者
の
専
横
∵
収
奪
か
ら
修
道
院
の
衰
微
と
世
俗

封
建
的
土
地
所
有
の
増
大
を
招
来
し
た
。
国
家
も
ま
た
、
こ
の
方
向

を
基
本
的
に
承
認
し
、
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
と
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
一
体
化

を
促
進
し
た
。

①
囚
．
Q
Q
。
簿
§
．
9
日
叶
ぎ
凶
ヨ
℃
o
触
酔
零
。
o
o
h
㌶
藍
峰
§
罎
。
舞
（
一

　
節
σ
q
舜
ユ
診
p
伸
繋
ρ
試
9
二
二
ゆ
ぎ
尉
》
・
N
玉
屑
ま
団
讐
覧
窓
（
〉
ヨ
露
な
。
自
詳

　
o
｛
勺
三
ざ
ざ
σ
q
審
ノ
，
O
r
黒
し
霧
ω
y
℃
ワ
隠
？
。
。
一
転
O
プ
鍵
9
艮
ρ
雌
6

　
δ
§
器
江
。
罎
○
鷲
同
鉱
霧
噸
讐
ワ
謬
。
。
ρ
∴
携
弓
し
圃
罵
§
唱
凝
量
り
。
弩
趙
嗣
諮
臨

　
b
d
器
鎚
霞
満
；
o
趨
●
一
這
－
鱒
Q
。
．

②
　
○
．
○
ω
葺
。
σ
q
o
誘
園
ざ
蜀
8
費
葺
ひ
こ
や
娼
・
く
あ
「

③
｝
塁
；
綴
戸
℃
．
訟
Q
。
’
当
時
、
南
伊
で
も
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
が
随
わ
れ
て

　
お
り
、
ア
ラ
ビ
ア
人
と
の
戦
い
で
戦
功
の
あ
っ
た
も
の
に
修
道
院
が
与
え

　
ら
れ
た
（
Q
罫
跨
’
属
’
開
暫
養
琴
簿
》
Φ
喝
Φ
切
調
凶
悶
8
娼
。
璃
ご
＄
賢
同
O
O
。
●
）
。
修

　
道
院
同
士
心
の
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
は
、
例
え
ば
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
修
道
院
と

　
勉
の
二
修
道
院
の
間
に
見
ら
れ
、
前
春
は
後
馬
か
ら
二
〇
〇
ヒ
ュ
ペ
ル
ペ

　
ラ
を
得
た
。
な
お
、
こ
こ
で
は
プ
群
ノ
イ
ア
の
鍔
義
語
で
あ
る
「
オ
イ
ロ

　
ノ
ミ
ァ
扁
（
o
～
き
℃
o
ミ
食
）
が
…
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
9
｛
●
薯
O
羨
辞
跨
玉
湯
娼
口
田
Φ

　
o
露
O
鵠
雷
眠
こ
。
帽
璽
卜
⊃
δ
■
）

④
容
プ
ロ
9
＞
簿
凶
。
畠
ρ
○
養
賦
。
（
げ
象
。
。
一
℃
犀
墨
ヨ
。
雷
霧
就
。
斜
○
梓
ユ
。

　
ヨ
。
づ
霧
富
ユ
凶
。
。
㌶
凶
。
ぢ
づ
。
訪
霞
鋤
二
〇
コ
獣
P
想
P
O
×
×
×
H
回
”
o
o
ピ
瞬
誌
Q
。

　
占
b
。
’

⑤
や
○
ぎ
奉
巴
ρ
o
℃
・
9
紳
；
娼
℃
為
窄
。
。
ド

⑥
｝
魯
嵩
o
h
＞
鼻
δ
。
冨
」
豆
鳥
．
響
。
9
置
ω
魅
ひ
隅
．
瓢
曾
q
へ
N
の
③
、
§
曽
戴

　
需
餐
譲
り
詞
曽
§
㍉
ξ
無
唖
匙
8
へ
巷
q
・
ミ
㍉
曽
曾
セ
袋
ミ
℃
黛
…
…
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ビザンジにおけるヂ条件酌土地銀膚」　（濠繊）

　
需
落
蝕
ミ
建
§
こ
§
鼠
§
ざ
6
欄
ミ
卦
§
斜
奏
～
脊
淵
§
選
⇔
8
－

　
動
へ
ε
寵
9
“
嫡
繭
～
軌
識
へ
働
、
竜
へ
e
効
n
q
薯
娘
幅
凋
～
勅
竃
～
§
魯
笥
＄
凝
。
尉
’

⑦
分
類
は
、
隻
＆
Φ
電
ρ
三
韓
き
漂
耳
3
動
e
薯
設
ミ
鼻
奮
凡
．
魯
。
需
ヘ
ミ
戴

　
O
㍗
O
℃
O
為
へ
食
鷺
　
噺
O
象
℃
醜
3
　
動
唱
園
ヘ
ミ
傘
　
通
9
哩
ミ
黛
も
杖
隷
9
　
馬
篇
q
へ
N
ミ
黙
　
蝕
9
～

　
黛
曾
。
寂
q
母
。
蝿
黛
の
八
つ
で
あ
る
。
o
挟
ご
．
ン
．
×
舘
り
a
暮
○
μ
切
。
潔
儲
お
。

　
N
¢
冠
！
＜
貯
無
。
プ
鋒
宏
－
償
P
鳥
㏄
O
二
巴
σ
q
O
伍
C
謀
O
財
げ
O
　
ヒ
欝
汀
O
（
剛
9
臥
2
冨
一
ヨ

　
ン
に
砕
梓
O
｝
餌
謬
O
お
ン
財
岬
貰
O
一
一
〇
P
同
㊤
G
O
メ
幹
Q
Q
』
o
i
ω
9

⑧
6
ぎ
。
℃
ぴ
覧
霧
に
幸
手
σ
q
欝
ユ
m
ど
ρ
鵠
三
二
。
ξ
。
騒
℃
ρ
6
×
メ
≦
b
c
ド
器
ω
・

⑨
　
ン
0
容
ω
鳥
O
ピ
即
9
貝
2
轟
ρ
ω
ρ
（
ヨ
劉
H
O
O
◎
潟
）
●

⑩
　

…
…
六
要
旨
の
宗
教
A
溝
議
は
、
カ
リ
ス
テ
イ
キ
ア
が
贈
与
で
は
な
く
、
ハ
箕

　
貸
で
あ
る
こ
と
を
決
議
し
て
い
る
（
＆
勤
§
器
奏
騨
…
舅
嬉
喪
。
Φ
農
爵
）
。

　
O
．
○
自
。
茸
O
σ
a
O
諺
犀
ざ
｝
δ
O
自
巴
淳
α
二
や
一
〇
◎
幽

⑪
雛
毎
巽
旨
。
戸
｝
．
O
”
6
×
×
メ
く
資
8
ピ
δ
爪
切
岬
緊
妙
軌
§
ミ

　
軌
論
．
細
動
無
臣
“
弓
ミ
斗
醗
N
9
恥
q
鳩
嚇
袋
の
顛
N
騎
蓑
篤
織
く
ミ
『
9
二
代
e
聴
【
ざ
（
即
ミ
℃
蝋
ぺ
e
℃

　
㌶
臼
為
簿
葛
9
q
気
仏
e
℃
§
黛
も
9
醤
似
蓑
㌶
0
ミ
食
“
嘱
Ω
（
細
N
㍉
9
8
0
¢
㌶
q
O
鳶
食
Φ
、
O
～
O
団
似
唱
袋
℃
9

　
皆
儀
㌶
ミ
。
～
鳶
愚
。
諦
§
ミ
q
e
凋
魯
瓢
㌶
昏
べ
爵
q
c
誉
ミ
建
。
煙
哩
＆
q
叫
為
9
吋
？

　
e
丹
ミ
o
O
潔
袋
州
9
N
駄
さ
。
嘆
ε
、
8
乏
く
ミ
↓
R
旧
Q
罫
》
H
．
凶
9
Q
δ
Q
σ
お
累
O
μ
⇔
づ
｝
昌
円
b
Φ
温
寓
語

　
踏
O
隠
璃
円
鶉
緊
紙
料
国
隣
鳩
O
国
譲
婁
魏
O
轡
旨
葭
瞭
勲
（
宅
弓
じ
こ
こ
×
ほ
”
一
鳴
α
M
ソ
O
日
も
．
①
癖
・

⑫
｝
資
郭
勲
浅
蓼
鍔
脅
冨
鴇
鷺
Φ
。
慧
9
器
霞
論
‘
魯
や
ト
⊃
O
Φ
刷

⑬
門
「
弓
し
貯
鐸
昌
蚤
”
嘱
舞
ω
■
8
、
H
こ
。
趨
レ
障
．

⑭
容
｝
日
o
h
ン
H
長
。
昏
p
ε
亀
9
汁
；
8
ピ
日
置
ρ

⑮
　
O
播
び
・
驕
吋
ひ
げ
δ
び
ゼ
σ
ω
一
髪
簿
綜
∬
藍
9
夏
鳥
O
同
、
¢
蓉
℃
博
0
σ
）
”
8
斜
P
¢
P

　
℃
碧
，
労
聰
一
ゆ
蒔
P
困
）
困
）
「
鱗
頓
一
一
M
h
岡
、
漏
詞
◎
㌧
三
四
9
ヒ
ゴ
b
踏
鐸
騒
「
冒
9
。
σ
覧
8
導
＄
㍗
這
メ

　
　
　
　
　
　
3
プ
ロ
ノ
イ
ア

　
f
後
に
、
我
痙
は
ビ
ザ
ソ
ツ
の
最
も
代
表
的
な
条
件
的
保
有
の
形

態
と
し
て
プ
ロ
ノ
イ
ア
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ω
　
ヅ
群
ノ
イ
ア
下
賜
　
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
、
新

し
い
照
明
を
当
て
ら
れ
て
こ
の
方
、
非
常
に
激
し
い
論
議
の
的
に
な

っ
て
き
た
プ
ロ
ノ
イ
ア
（
碧
。
き
へ
鉢
字
義
上
．
は
畿
話
）
と
は
一
体
、
飼

で
あ
ろ
う
か
。
オ
ス
ト
μ
ゴ
ル
ス
キ
！
の
い
う
よ
う
な
、
西
欧
の
封

土
に
も
似
た
、
ビ
ザ
ン
ツ
封
建
制
の
最
も
本
質
的
な
要
素
の
一
つ
で

あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
ル
メ
ル
ル
の
い
う
如
く
、
軍
事
奉
仕
．
と
は

無
関
係
な
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
へ
の
土
地
貸
与
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
今
の
我
女
に
は
、
残
念
な
が
ら
、
こ
う
し
た
豊
麗
を
本

格
蘭
に
論
ず
る
能
力
屯
余
裕
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
　
マ

三
の
修
正
を
猟
え
つ
つ
、
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
説
を
支
持
し
て

お
き
た
い
と
慰
う
。
か
れ
は
ビ
ザ
ソ
ツ
の
内
的
発
展
の
中
で
、
ヅ
ロ

ノ
イ
ア
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

　
十
一
世
紀
中
葉
以
降
、
ビ
ザ
ソ
ッ
内
政
の
重
要
問
題
は
、
箪
審
力

の
衰
微
と
財
政
状
態
の
悪
化
に
、
ど
う
対
処
す
る
か
で
あ
っ
た
が
、

当
時
、
大
土
地
所
有
に
立
脚
し
た
属
州
軍
事
貴
族
が
急
速
に
成
長
し

て
お
り
、
か
れ
．
ら
の
独
立
を
防
ぐ
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
っ
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た
。
そ
こ
で
、
壇
家
は
大
土
地
所
有
原
理
の
勝
利
を
認
め
、
か
れ
ら

　
ち
　
　
　
も

に
土
地
下
賜
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
に
軍
事
奉
仕
の
条
件
を
付
し

た
。
こ
れ
が
プ
ロ
ノ
イ
ア
で
あ
る
。
軍
事
力
を
増
強
す
る
に
は
、
傭

兵
を
用
い
る
と
い
う
手
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
濁
庫
の
窮
状
を
一
層

深
刻
に
す
る
。
教
会
・
修
道
院
等
か
ら
兵
士
を
徴
発
す
る
こ
と
も
で

　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ツ
オ
イ

き
ょ
う
が
、
そ
れ
は
軽
装
歩
兵
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
結
局
、
残
さ

れ
た
道
は
ひ
と
つ
、
世
俗
大
所
領
主
を
中
核
に
し
た
プ
ロ
ノ
イ
ア
軍
、

つ
ま
り
重
装
騎
兵
の
封
建
軍
隊
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
プ
ロ

ノ
イ
ア
保
有
者
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝
の
ス
ト
ラ
チ
オ
ー
テ
ー
ス
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ
イ
コ
イ

違
っ
て
、
自
ら
耕
作
に
当
る
こ
と
が
な
く
、
隷
属
農
民
と
な
っ
た
プ

ロ
ノ
イ
ア
住
民
を
労
働
さ
せ
て
い
た
封
建
領
主
で
あ
っ
た
。
．
は
じ
め
、

そ
の
保
有
は
一
代
限
り
で
あ
．
つ
た
が
、
パ
レ
オ
ロ
ゴ
ス
朝
時
代
（
誌
鐙

i
置
器
）
に
は
世
襲
化
が
進
行
し
、
イ
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
の
拡
大
、

パ
群
イ
コ
イ
の
農
奴
化
と
と
も
に
、
ビ
ザ
ソ
ッ
封
建
制
は
、
皇
帝
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

プ
ロ
ノ
イ
ア
撮
・
有
者
（
↓
パ
μ
イ
コ
イ
）
と
い
う
形
を
整
え
て
い
っ
た
。

　
以
上
が
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
i
説
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
の
基
本

線
は
一
応
正
し
い
も
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
明
ら
か
に
修
正
を
要
す

る
点
も
認
め
ら
れ
る
。
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
起
源
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
土

地
（
録
有
権
）
の
下
賜
で
は
な
く
て
、
ア
リ
ス
モ
ス
、
カ
リ
ス
テ
♂
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し

ア
の
場
合
と
異
様
に
、
　
一
定
額
の
難
処
微
収
権
の
下
賜
と
せ
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
従
っ
て
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
保
有
者
と
住
民
（
更
料
に
は
パ

ロ
イ
コ
イ
と
あ
る
）
の
関
係
を
、
必
然
的
に
隷
属
関
係
と
見
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

早
計
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
我
々
は
プ
ロ

ノ
イ
ア
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ

は
、
法
律
的
に
は
、
決
し
て
所
有
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

譲
渡
・
売
却
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
実
際
上
、
　
「
封
建
的
土
地
所
有
形

態
」
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
地
代
の
権
利
か
ら
出
発
し
て
、
幾
つ

か
の
要
素
を
統
合
し
、
次
第
に
バ
ト
リ
モ
ニ
ア
ル
な
も
の
へ
と
発
展

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
認
め
ら

れ
る
が
麹
き
、
満
足
な
レ
ー
ン
側
を
構
築
す
る
竜
の
で
は
な
く
て
、

皇
帯
の
恩
賞
行
為
と
い
う
、
公
法
的
で
フ
ィ
ス
カ
ル
な
性
格
を
多
分

に
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
次
第
々
友
に
私
的
で
人
格
的
な
関
係
、

つ
ま
リ
フ
ェ
ォ
ダ
ル
な
も
の
に
進
ん
で
い
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
次
に
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
具
体
的
内
容
を
見
る
こ
と
に
し

よ
う
。

　
ナ
一
・
二
世
紀
の
プ
ロ
ノ
イ
ア
関
係
の
史
料
は
、
数
も
少
く
、
内

容
も
緩
昧
で
理
解
に
苦
し
む
こ
と
が
多
い
が
、
土
地
を
は
じ
め
と
し
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ザンツにおけるr条件的土地保有」　（米田）

て
、
海
、
魚
釣
場
な
ど
、
収
入
源
畦
貧
、
§
蓉
受
凶
2
鳥
ご
嶺
｝
峰
。
此
丈
δ
．
と

見
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
記
述
史
料
に
は
、
例
え
ば
、
只
、
・
・
カ
エ
ル
七

世
は
）
機
飢
の
際
に
も
、
貴
族
や
国
、
民
に
対
し
、
国
庫
や
他
の
プ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ノ
ィ
ァ
か
ら
何
も
与
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」
＆
謙
℃
舞
↓
§
智
ミ
？

款
曹
3
§
c
葛
℃
蝋
貼
扇
心
誤
澆
鵠
も
ミ
。
へ
駐
と
か
、
「
（
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
・
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ム
ネ
ノ
ス
は
）
陸
や
海
か
ら
プ
ロ
ノ
イ
ア
を
割
当
て
て
や
っ
た
」

崎
戸
～
ミ
η
哩
魁
も
勘
餐
e
ミ
q
黛
8
べ
昏
n
（
㌶
い
菖
の
鳶
ミ
貯
N
隊
韓
混
袋
伽
き
識
§
為
ミ
ミ
騎

と
か
い
っ
た
形
で
用
い
ら
れ
て
お
9
、
い
つ
れ
も
収
入
源
を
意
味
し

て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
十
三
世
紀
は
じ
め
の
一
文
書
は
実
に

明
瞭
に
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
内
容
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
川

の
権
利
を
プ
ロ
ノ
イ
ア
と
し
て
持
て
る
屯
の
」
鐸
ミ
謎
亀
n
碧
臥
ミ
ミ

輩
ミ
§
§
8
0
篭
。
碧
な
S
が
登
場
し
、
魚
釣
料
奪
恥
魯
§
を
徴
収
し

　
　
　
　
　
　
⑤

て
い
る
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
魚
釣
料
へ
の
権
利
が
プ
ロ
ノ
イ
ア

の
内
容
で
あ
っ
た
。

　
プ
ρ
ノ
イ
ア
下
賜
に
は
、
通
常
、
軍
事
奉
仕
が
条
件
に
な
っ
て
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の
奉
仕
と
ひ
き
か

え
に
、
一
蒔
的
に
収
入
源
を
委
譲
す
る
こ
と
は
、
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア

に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
ビ
ザ
ソ
ッ
で
は
よ
く
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
プ
ロ
ノ
イ
ア
竜
、
従
っ
て
、
そ
の
手
続
の
上
で
は
決
っ
し
て
織

新
し
い
も
の
で
は
な
・
＼
　
『
徴
税
要
綱
』
に
記
載
さ
れ
た
年
金
給
付

の
一
形
態
を
先
駆
と
し
て
い
た
。
ロ
ギ
シ
モ
ソ
・
ソ
レ
ム
ニ
オ
ソ
・

ア
ウ
ト
ウ
ル
ギ
ア
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
い

う
と
、
国
庫
か
ら
直
々
に
一
定
額
の
年
金
を
支
給
す
る
の
と
は
違
っ

て
、
年
金
受
贈
者
に
対
し
て
、
自
由
村
落
の
負
担
す
る
国
税
の
全
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

或
は
一
部
を
ふ
り
か
え
て
や
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
年

金
給
付
の
対
象
が
、
専
ら
修
道
院
、
　
教
会
な
ど
（
　
い
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
ゆ
9
り
C
寝
吋
認
碗
　
O
へ
鳶
0
0
）
に

限
ら
れ
、
俗
人
の
場
合
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
と
も
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
オ
イ
ケ
ヨ
ス

く
も
、
か
れ
ら
は
今
後
、
徴
税
宜
吏
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
薩
接
、

農
民
か
ら
一
定
額
の
国
税
を
受
取
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
こ
の

点
で
は
プ
獄
ノ
イ
ア
と
少
し
も
異
ら
な
か
っ
た
。

　
プ
ロ
ノ
イ
ア
下
賜
は
、
ナ
一
世
紀
中
葉
か
ら
次
第
に
多
く
な
夢
、

当
蒔
の
宰
相
ニ
ケ
フ
ォ
リ
ッ
ェ
ス
は
、
　
「
顕
職
と
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
授

与
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
」
、
§
～
琴
ハ
↓
ミ
騨
蔑
～
銭
n
思
。
琴
へ
駐
。
㍗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

趣
。
艶
雪
。
R
毬
《
書
物
。
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
レ
ク
シ
ウ

ス
一
世
の
登
局
と
と
も
に
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
下
賜
は
新
し
い
意
義
を
帯

び
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
れ
は
一
族
功
臣
に
報
い
る
た
め
、

カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
や
土
地
下
賜
を
広
く
行
い
、
有
力
貴
族
ニ
ケ
フ
ォ

ロ
ス
・
メ
リ
セ
ノ
ス
、
テ
オ
ド
ロ
ス
・
ガ
ウ
ラ
ス
に
は
客
一
々
テ
サ
ロ
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③

ニ
ケ
、
ト
ラ
ペ
ズ
ン
ド
市
を
委
ね
る
な
ど
、
趣
肇
国
轟
蕩
然
に
新
基
軸
を

う
ち
出
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
軍
事
力
増
強
の
意
図
を
も
っ
て
プ
ロ

ノ
イ
ア
下
賜
を
は
じ
め
た
。
今
…
目
、
か
れ
の
治
世
零
墨
の
プ
ロ
ノ
イ

ア
下
賜
を
、
文
書
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、

か
れ
の
死
ん
だ
翌
年
、
　
｝
一
一
九
年
に
は
、
　
「
プ
獄
ノ
イ
ア
と
し
て

土
地
を
保
有
す
る
ス
ト
ラ
チ
オ
ー
タ
イ
」
　
8
脚
亀
町
§
ミ
ミ
§
℃
警
。
c
q
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

q
還
黛
註
腎
ミ
の
三
人
が
史
料
に
登
場
す
る
。
ま
た
、
史
家
コ
ニ
ア
テ
ス

亀
、
マ
ヌ
エ
ル
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
の
先
帝
、
つ
ま
り
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
一

世
、
裂
ハ
ネ
二
世
の
時
代
か
ら
、
こ
の
置
行
が
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と

を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
「
敵
を
繰
返
し
粉
砕
し
た
も
の
に

対
し
て
」
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
　
「
ほ
ん
に
た
ま
」
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
る
に
、
マ
ヌ
エ
ル
帝
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
稀
で
あ
る

べ
き
こ
と
が
濫
用
さ
れ
、
3
ニ
ア
テ
ス
の
怒
り
を
貿
っ
て
し
ま
っ
た
。

同
学
は
、
周
知
の
よ
う
に
親
西
欧
政
策
を
と
っ
て
お
り
、
涯
方
人
と

く
に
イ
タ
リ
ア
人
の
軍
隊
編
入
と
も
か
ら
ん
で
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
下
賜

を
一
般
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
コ
ニ
ア
テ
ス
は
い
う
。

ロ
ー
マ
入
の
も
と
に
も
、
兵
士
q
還
ミ
恥
ξ
烹
こ
駐
に
俸
給
を
支
払
う
と
い

う
高
下
が
あ
っ
た
…
…
と
こ
ろ
が
、
皇
帝
マ
ヌ
ユ
ル
は
兵
士
の
俸
給
に
充

て
ら
れ
る
べ
き
金
を
す
べ
て
金
庫
に
し
ま
い
込
み
、
軍
隊
の
渇
き
を
所
謂

農
民
の
贈
与
で
饗
し
た
。
か
れ
は
先
帯
の
発
明
し
た
や
り
方
を
採
用
し
た

の
だ
が
、
先
帝
が
ほ
ん
に
た
ま
に
行
っ
て
い
た
こ
と
を
起
用
し
た
の
だ
。

こ
れ
ま
で
麟
家
を
主
人
に
し
て
い
た
属
州
住
民
は
、
今
、
飽
く
こ
と
な
き

兵
士
の
圧
迫
に
苦
し
ん
で
い
る
。
…
…
だ
れ
も
が
軍
隊
入
り
を
望
ん
だ
。

か
れ
ら
は
兵
士
募
集
係
の
箭
に
立
っ
た
．
そ
の
際
、
贈
物
と
し
て
ペ
ル
シ

ヤ
産
の
馬
を
も
っ
て
い
っ
た
り
、
金
貨
三
枚
を
納
め
た
り
す
れ
ば
、
無
審

査
で
軍
隊
に
入
れ
ら
れ
、
そ
の
上
、
灌
瀧
さ
れ
た
土
地
・
豊
沃
な
農
地
・

奴
隷
か
わ
り
の
納
税
義
務
の
あ
る
ロ
…
マ
人
を
三
惑
て
て
く
れ
る
皇
帝
文

書
恥
§
ミ
醇
還
黙
ミ
食
婁
を
う
け
と
っ
た
。
そ
の
た
め
、
尊
敬
す
べ
き

ロ
…
マ
人
は
、
奴
隷
の
よ
う
に
軍
人
に
仕
え
ね
ば
な
ら
ず
、
租
税
奮
魯
。
斜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
亥
払
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
実
際
、
マ
ヌ
エ
ル
帝
は
イ
タ
リ
ア
人
へ
の
プ
博
ノ
イ
ア
下
賜
を
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

く
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
溶
。
餌
億
顕
と
訳
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
か

れ
の
治
世
年
間
の
一
　
一
山
公
一
年
に
は
、
　
パ
ソ
ク
ラ
テ
ィ
オ
ス
山
な
ス
似
q
も

の
が
プ
ロ
ノ
イ
ア
を
炭
窯
し
て
　
a
寒
。
鉢
q
醜
。
へ
婁
＆
m
～
の
§
気
き
§
℃

壽
器
慧
檎
て
建
醤
西
畑
飛
S
丙
。
暮
O
蟹
食
讐
鷺
舐
o
G
、
ラ
ウ
ラ
修
道
院
と
係
争

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
ひ
き
起
し
て
い
る
。

　
マ
ヌ
エ
ル
帯
の
こ
う
し
た
政
．
策
は
、
次
の
ア
ン
ド
雄
島
コ
ス
一
一
世

コ
ム
・
不
ノ
ス
に
よ
っ
て
一
時
、
全
禰
四
方
に
修
正
を
・
づ
け
み
N
。
だ
が
、
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そ
の
ア
ン
ド
阻
隔
コ
ス
が
廃
位
さ
れ
た
後
は
、
イ
サ
イ
ア
ク
宿
世
、

ア
レ
ク
シ
ウ
ス
三
世
ア
ン
ゲ
ロ
ス
に
よ
っ
て
再
び
採
用
さ
れ
た
。
殊

に
、
纂
奪
に
よ
っ
て
王
位
に
つ
い
た
後
者
の
場
合
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
と

い
う
特
権
の
下
賜
は
、
避
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
王
位

に
つ
く
の
を
助
け
て
く
れ
た
も
の
に
寵
愛
の
意
を
表
わ
し
、
か
れ
ら

の
熱
意
に
報
い
る
気
持
か
ら
し
、
か
れ
は
収
入
の
多
い
土
地
　
忌
日
§

鳶
§
一
息
養
と
国
税
効
ソ
ミ
§
へ
。
銭
3
逼
遷
。
纂
嚇
を
法
外
に
贈
っ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
欠
点
の
多
い
も
の
」
に
も
行
わ
れ
た
。
か

れ
は
ま
た
、
ジ
ェ
ノ
ア
の
海
賊
ケ
フ
軽
ノ
ラ
ス
を
塞
－
什
｝
に
ひ
き
入
れ
る

た
め
、
か
れ
に
対
し
、
現
在
の
兵
士
の
七
倍
の
も
の
を
給
養
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

だ
け
、
　
「
ロ
ー
マ
の
土
地
」
を
与
え
て
い
た
。

　
残
さ
れ
た
数
少
い
関
係
史
料
に
よ
っ
て
、
十
一
・
二
世
紀
の
プ
ロ

ノ
イ
ア
の
歴
史
を
描
く
と
、
大
体
、
右
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
か

ら
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
で
き
ょ
う
と
思
う
。
　
一
つ
は
、
プ
ロ
ノ
イ

ア
下
賜
が
単
な
る
好
意
を
越
え
て
、
次
．
第
に
国
家
の
必
要
、
と
く
に

軍
事
力
を
充
足
せ
し
む
る
重
要
な
も
の
と
な
り
、
軍
事
的
プ
ロ
ノ
イ

ア
の
形
を
明
確
に
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
他
は
、
圏
税
徴
収
権
の

下
賜
と
い
う
原
則
に
は
変
り
が
な
い
が
、
よ
り
広
い
意
味
で
土
地
の

保
有
権
が
認
め
ら
れ
う
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
日
の
史

料
　
に
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
（
・
万
イ
コ
ノ
ミ
ァ
）
下
賜
が
園
算
祝
微
収
権
…
に
仙
尤
干

し
て
い
る
事
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
プ
ロ
ノ
イ
ア
そ
れ
砲
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

発
展
に
よ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
軍
事
的
プ
μ
ノ
イ
ア
は
、
十
三
世
紀
に
入
る
と
、
益
友
は
っ
き
り

し
た
形
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ス
ミ
ル
ナ
近
郊
に
プ
ロ
ノ
イ
ア
を

得
た
シ
ュ
ル
ガ
レ
ー
ス
財
¢
ミ
曇
馬
n
腱
ω
再
訪
霞
ユ
は
、
ビ
ザ
ソ
ッ
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
奉
仕
す
る
ラ
テ
ン
人
騎
士
鋤
ミ
へ
§
農
多
芸
隷
ミ
。
の
で
あ
り
、
テ
サ

ロ
ニ
ケ
北
方
に
あ
っ
た
シ
ュ
ル
・
マ
ヌ
エ
ル
・
メ
ソ
ポ
タ
ミ
タ
も
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

じ
く
騎
士
身
分
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
エ
ウ
ボ
イ
ア
島
を
与
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ヴ
ア
り
い
　

イ
タ
リ
や
人
リ
カ
リ
オ
に
は
、
二
〇
〇
人
の
騎
士
を
以
っ
て
皇
帝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

仕
え
る
べ
し
と
の
条
件
が
あ
っ
た
。
勿
論
、
環
事
的
プ
ロ
ノ
イ
ア
を

受
取
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
ラ
テ
ン
人
だ
け
で
は
な
く
て
、
ギ
リ
シ
ャ

人
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
に
は
、
軍
事
奉
仕
と
考
え
ら
れ
る

「
ド
ゥ
レ
イ
ア
」
（
窃
。
c
奪
鉢
嚢
務
）
が
付
さ
れ
て
い
た
。
十
四
世
紀

前
半
の
記
録
に
は
、
軍
に
あ
っ
て
プ
ロ
ノ
イ
ア
を
う
け
、
兵
役
を
課

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

せ
ら
れ
て
い
る
も
の
亀
瓢
識
。
斜
壽
蓑
踏
ミ
舞
ミ
謎
＄
餐
へ
讐
q
ミ
§
へ
晋
。
墜

蓑
建
ミ
動
伽
⑩
～
ハ
凡
魁
o
q
量
N
寝
曾
馬
n
蝿
＆
℃
隊
弐
9
蔑
e
ヤ
蟻
食
～
伽
8
0
ミ
円
の
。
～
き
き
㌃
へ
9
℃

融
き
・
§
竃
。
豊
島
・
や
、
逆
に
義
務
を
免
除
さ
れ
た
も
の
漂
§

鋤
き
㍉
史
黙
の
　
が
見
え
て
い
る
し
、
　
セ
ラ
に
一
〇
、
　
一
ニ
ヒ
ュ
ペ
ル
ペ
ラ
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の
プ
μ
ノ
イ
ア
を
与
え
ら
れ
た
ス
ト
ラ
チ
オ
簡
潔
イ
は
次
の
よ
う
に

醤
つ
た
。
　
「
我
々
の
子
や
相
続
人
は
、
我
女
と
同
様
、
定
め
ら
れ
た

義
務
蒸
す
で
あ
り
ま
し
よ
う
〕
餐

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
軍
事
的
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
保
有
者
は
果
し
て
大

土
地
所
有
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

か
れ
ら
は
痘
接
生
産
者
1
1
農
兵
で
は
な
く
て
（
パ
ロ
イ
コ
イ
を
使
役

し
、
収
奪
を
行
っ
て
い
る
領
主
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
ら

の
中
に
は
、
　
「
ド
ユ
ナ
ト
イ
」
に
つ
な
が
る
世
襲
的
大
所
領
主
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
ラ
チ
ロ
オ
じ
テ
　
ス

い
も
の
も
あ
れ
ば
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝
時
代
の
兵
　
　
士
に
近
い
も
の

も
あ
っ
た
。
　
ナ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
！
は
、
　
十
二
世
紀
こ
ろ
に
は
、

「
ス
ト
ラ
チ
オ
ー
テ
ー
ス
」
は
単
な
る
兵
士
で
は
な
く
て
将
校
を
指

示
す
る
語
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
解
し
て
い
る
が
、
か
っ
て
の
兵
士

の
残
ρ
て
い
る
、
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

プ
ロ
ノ
イ
ア
保
有
者
が
悉
く
、
有
力
者
・
大
所
領
主
で
あ
る
と
見
る

こ
と
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
史
料
上
、
か
れ
ら
の
身
分

を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
大

所
領
主
よ
り
も
憲
裕
兵
士
、
将
校
ク
ラ
ス
に
属
し
て
い
た
も
の
が
多

い
と
思
わ
れ
る
。
か
れ
ら
は
、
コ
ニ
ア
テ
ス
の
い
う
「
敵
を
繰
返
し

粉
砕
し
た
も
の
し
で
あ
り
、
一
二
七
二
年
ミ
カ
エ
ル
八
姫
パ
レ
オ
ロ

ゴ
ス
の
勅
令
に
あ
る
「
兵
役
に
お
い
て
功
労
の
あ
っ
た
も
の
」
で
あ

る
。
ミ
カ
エ
ル
帝
の
勅
令
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
も
し
ス
ト
ラ
チ
オ
ー
テ
ー
ス
が
、
そ
の
兵
役
に
お
い
て
功
労
の
あ
る

　
醤
“
q
ミ
需
留
鶏
q
鴛
ミ
の
餐
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
か
れ
は
汝
（
豊

　
太
子
で
共
治
者
の
ア
ン
ド
ロ
・
；
ス
i
筆
者
）
か
ら
報
わ
れ
る
べ
き
で

　
あ
り
、
二
分
の
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
に
二
四
乃
至
三
六
ヒ
ユ
ペ
ル
ペ
ラ
の
追
加

　
を
う
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
報
い
に
値
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、

　
汝
は
、
　
そ
れ
が
朕
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
く
、
　
奏
上
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
（
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
追
加
は
）
プ
瓢
ノ
イ
ア
の
減
少
に
よ
っ
て
、
ス
ト
ラ
チ

　
オ
…
テ
…
ス
の
減
少
が
起
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
持
ち
主
の
な
く
な

　
　
つ
た
プ
ロ
ノ
イ
ア
か
ら
な
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
　
ま
た
国
魔
功
黛
q
丸
琵
へ
ぎ

　
馬
s
ミ
ミ
ミ
か
ら
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
人
に
対
す
る
分
配
と
給

　
料
の
た
め
に
保
存
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
報
い
は
娼

　
来
る
こ
と
な
ら
、
圏
税
台
帳
の
余
分
か
ら
か
、
盗
み
に
よ
っ
て
不
法
に
所

　
持
さ
れ
て
い
る
も
の
の
取
…
炭
し
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
方
、
丘
ハ

　
役
に
て
功
労
の
認
め
ら
れ
ぬ
も
の
あ
ら
ば
、
汝
は
彼
を
正
し
く
教
育
す
る

　
か
、
か
れ
に
代
え
て
、
そ
の
オ
イ
コ
ノ
ミ
ァ
に
ふ
さ
わ
し
い
池
の
ス
ト
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
チ
オ
ー
テ
ー
ス
を
温
い
る
か
す
べ
し
。

　
こ
こ
で
は
、
軍
事
奉
仕
と
ひ
き
か
え
に
、
一
定
の
国
税
へ
の
権
利

が
与
え
ら
れ
る
旨
、
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
相
応
の
奉
仕
を
履
行
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し
な
い
場
合
に
は
、
ブ
μ
ノ
イ
ア
の
没
収
も
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。

プ
ロ
ノ
イ
ア
の
本
質
は
こ
の
勅
令
に
お
い
て
、
最
も
詳
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
プ
ロ
ノ
イ
ア
下
賜
は
、
こ
ヶ
し
て
、
軍
事
的
奉
仕
が
主
要
な
も
の

と
な
っ
た
が
、
民
事
的
奉
仕
に
も
応
え
て
い
た
。
と
く
に
マ
ヌ
エ
ル

　
　
　
　
　
　
ア
ソ
ロ
ソ

帝
時
代
に
は
、
官
吏
に
対
す
る
俸
給
の
支
払
が
、
国
庫
か
ら
の
置
接

的
支
給
で
は
な
く
て
、
特
定
地
域
か
ら
の
ロ
ギ
シ
モ
ソ
．
ソ
レ
ム
ニ

オ
ソ
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
多
く
、
官
吏
は
そ
の
土
地
に
対
す
る

経
済
的
支
配
・
管
理
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
マ
ヌ

エ
ル
帝
の
こ
の
措
置
は
、
後
継
者
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
志
向
し
た
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

央
集
権
の
強
化
政
策
と
は
逆
の
方
向
を
指
す
屯
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

他
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
保
有
者
と
し
て
、
史
料
に
は
女
性
や
修
道
院
、
教

会
、
教
会
管
理
者
な
ど
、
軍
事
奉
仕
と
颪
接
に
関
係
の
な
い
屯
の
が

見
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
岳
σ
q
H
鼠
綜
に
つ
い
て
、
下
賜
…
を
う

　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
鰍
箱
局
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
下
…
賜
は
白
畢
幣
に
よ
る
恩
婚
出
行
へ
為
の
形
を
と
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
に
幾
つ
か
の
条
件
、
例
え
ば
、
軍
事
奉
仕
、
一
時

的
保
有
な
ど
が
付
与
せ
ら
れ
た
結
果
、
完
全
な
所
有
を
許
し
た
下
賜

と
は
違
っ
た
意
味
に
お
い
て
皇
帝
と
臣
民
を
結
ぶ
重
要
な
紐
帯
と
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
決
っ
し
て
レ
ー
ン
制
の
麹
き
も

の
で
は
な
い
が
、
丁
度
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
の
イ
ク
タ
（
一
の
疹
．
）
が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
皇
帝
と
特
定
阻
民
の
間
に
、
一
種
の
ク
リ
エ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

テ
ー
ル
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
っ
た
。

　
働
　
パ
ロ
イ
キ
ア
　
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
住
民
は
、
史
料
上
パ
ロ
イ
コ

イ
（
隷
鵬
農
民
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
か
れ
ら
と
プ
ロ
ノ
イ
ア
保
有

者
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
プ
ロ
ノ
ィ
ア
は
、
厳
密
に
い
え

ば
、
　
一
定
額
の
国
税
に
対
す
る
権
利
で
あ
っ
て
、
実
際
の
土
地
へ
の

権
利
で
は
な
か
っ
た
。
一
代
限
り
の
プ
ロ
ノ
イ
ア
も
、
世
襲
の
プ
ロ

ノ
イ
ア
も
、
こ
の
点
で
は
同
様
で
、
土
地
は
常
に
国
家
に
結
び
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
P
・
カ
ラ
ニ
ス
が
、
旛
の

事
情
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
は
正
し
い
こ
と
で

あ
る
。
プ
ロ
ノ
イ
ア
住
民
（
パ
潔
イ
欝
イ
）
は
区
分
の
土
地
所
…
有
権
…
に

何
の
影
響
屯
う
け
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
国
庫
に
納
め
て
い
た

国
税
を
プ
ロ
ノ
ィ
ア
保
有
者
に
納
め
る
だ
け
で
、
人
格
的
に
隷
属
す

る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
新
し
い
「
主
人
」
に
、
住

民
同
志
の
土
地
係
争
を
裁
い
て
も
ら
い
、
ま
た
外
部
の
も
の
の
侵
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
防
い
で
も
ら
う
だ
け
で
あ
っ
．
た
と
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
法
律
的
関
点
に
立
っ
た
場
合
の
こ
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と
で
、
実
際
に
は
、
そ
う
で
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
住

民
同
志
の
係
争
の
裁
決
、
外
部
侵
入
者
か
ら
の
保
護
と
い
う
こ
と
宙

体
す
で
に
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
保
有
老
が
国
税
微
収
権
以
上
の
も
の
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
　
シ
ュ
ル
ガ
レ
ー
ス
は

付
近
の
レ
ソ
ヴ
ィ
オ
テ
ィ
サ
修
道
院
と
争
っ
て
、
法
廷
に
立
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
「
自
分
と
自
分
の
パ
ロ
イ
コ
イ
の
た
め
」
勲
套
惹
誘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

。
～
蕊
安
養
～
黛
奪
惹
§
℃
試
9
も
。
ミ
§
＆
き
。
で
あ
っ
た
。
本
来
、
自
由

で
あ
る
べ
き
住
民
の
土
地
売
却
に
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
保
有
者
の
許
可
が

必
要
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
場
合
な
ど
は
、
か
れ
が
パ
ロ
イ

潔
イ
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
売
却
が
無
効
に
さ
れ
て
い
る
の
で

　
㊥

あ
る
。
我
々
は
コ
ニ
ア
テ
ス
と
総
主
教
ヨ
ハ
ネ
ス
の
…
冨
葉
を
想
起
し

よ
・
つ
。
　
コ
ニ
ア
テ
ス
は
い
っ
た
。

　
軍
人
た
ち
は
、
住
斑
か
ら
金
干
を
鹸
後
ま
で
取
上
げ
る
し
、
そ
れ
で
も
ま

　
だ
や
め
ず
、
最
後
の
一
枚
の
シ
壽
、
ッ
を
取
上
げ
た
。
時
に
は
、
住
民
の

　
最
も
大
切
に
し
て
い
る
も
の
を
も
奪
い
去
っ
た
…
…
そ
の
結
果
、
尊
敬
す

　
べ
き
ロ
…
マ
人
は
奴
隷
の
よ
う
に
、
軍
人
に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

　
㊥

　
た
。

繰W

蜍
ｳ
ヨ
ハ
ネ
ス
も
同
じ
よ
・
う
に
雪
隅
っ
て
い
る
。
　
「
ア
ル
コ
ソ
は
細

分
に
仕
え
て
い
る
も
の
を
使
っ
て
、
自
由
な
細
民
を
圧
迫
し
、
後
に

は
細
民
へ
の
妙
な
思
い
や
り
か
ら
、
す
べ
て
の
財
産
と
と
も
に
、

か
れ
の
自
由
を
も
奪
い
、
か
れ
を
奴
隷
の
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
」

、
鯉と

。
勿
論
、
こ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
が
、

そ
れ
で
も
、
私
的
領
主
の
「
収
奪
が
法
律
の
枠
を
越
え
て
行
わ
れ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
十
三
世
紀
後
半
か
ら
は
、
　
プ
揖
ノ
イ
ア
の
性
濃
化
養
叫
時
N
ミ
ミ

選
ミ
ミ
歌
↓
§
難
　
N
ミ
ミ
　
さ
て
ミ
腎
溝
。
凶
　
套
韓
　
㍉
ミ
ミ
動
・
爵
。
誘
へ
駐
　
が

多
く
な
り
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
保
禽
者
の
財
政
特
権
拡
大
と
と
も
に
、
プ

ロ
ノ
イ
ア
そ
の
も
の
が
バ
ト
リ
モ
ニ
ア
ル
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ

し
て
、
国
家
権
力
を
排
除
し
た
支
配
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ

た
。
史
料
は
そ
れ
を
伝
え
る
の
に
、
驚
℃
ミ
ミ
§
o
面
構
餐
鴇
守
袋
～

殺
袋
℃
～
n
昏
隷
Φ
8
噂
驚
£
良
N
象
建
融
へ
§
旧
森
、
袋
耳
轡
鳶
ミ
驚
℃
袋
N
良
N
へ
亦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

c。

沐
�
c
無
為
殺
。
ミ
な
ど
の
褒
現
を
以
っ
て
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状

態
で
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
住
民
は
ど
こ
ま
で
自
由
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
プ
ニ
ノ
イ
ア
関
係
に
は
度
六
、
　
「
誰
肉
に
租
税
を
支
払
っ
て
い
る

パ
ロ
イ
コ
イ
云
々
」
と
い
う
私
的
保
護
関
係
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
私
的
保
護
関
係
の
強
化
こ
そ
後
期
ビ
ザ
ソ
ッ
の
基
本

約
趨
勢
で
あ
っ
た
。
初
期
の
段
階
で
は
プ
ロ
ノ
イ
ア
と
密
着
の
度
合

の
弱
か
っ
た
プ
ロ
ノ
イ
ア
保
有
者
が
、
次
第
に
密
着
を
進
め
、
所
謂
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ビザンツにおける「条’f”i：　twこ藍二3也保＝愈」　　（米i：王i）

在
地
化
し
た
と
き
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
と
他
の
一
般
の
大
所
領
と
は
殆
ん

ど
差
異
を
も
た
な
く
な
っ
た
。
勿
論
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
に
は
大
小
が
あ

る
か
ら
、
す
べ
て
が
均
し
く
封
建
所
領
的
構
造
を
と
っ
た
な
ど
と
は

言
え
な
い
が
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
経
済
的
に
従
属
し
、
人
格
的

に
も
そ
う
な
り
つ
つ
あ
る
パ
ロ
イ
コ
イ
の
労
働
に
よ
っ
て
、
経
営
の

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
プ
ロ
ノ
イ
ア
の
歴

史
の
見
通
し
に
立
っ
た
時
、
我
々
は
十
一
・
二
世
紀
が
そ
の
発
展
の

踏
み
台
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

④
ρ
○
退
噌
。
㈹
o
目
巴
（
♂
尿
○
参
｝
客
倉
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る
刈
詔
∴
準
．
差
。
。
ぎ
す
。
ユ
。

　
一
．
閃
け
雨
戸
σ
矯
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欝
甑
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℃
ρ
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O
q
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①
層
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．
Q
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O
晩
．
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ゴ
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村
節
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μ
O
Q
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ρ
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の
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自
O
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縁
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づ
急
㊦
O
O
一
ρ
O
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一
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〇
吋
σ
q
ρ
一
出
N
⇔
u
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一
◎
旨
O
｛
峠
プ
O
切
唄
N
口
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就
詳
O
図
づ
μ
刀
自
Φ
凶
雛
伸
げ
Φ
¢
鼠
吋
峠
O
Φ
部
品
プ

　
O
O
コ
け
信
吋
累
9
漆
①
嬬
（
】
W
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N
ρ
霊
α
謬
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ω
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P
1
晶
0
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×
H
鉗
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回
ソ
　
唱
喝
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ω
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H
心
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つ
一
〉
■
d
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塵
閤
勲
浅
調
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頃
讐
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円
b
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一
Φ
O
珂
麟
O
響
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国
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出
二
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噌
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つ
O
P
O
タ
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蜜
三
麺
巴
〉
簿
豊
○
欝
層
瓢
一
驚
9
・
郵
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ゆ
嵩
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〉
諺
騨
6
0
霞
釜
5
と
②
邑
ρ
α
p
戸
や
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⊃
8
・
（
巴
切
ト
⑦
一
び
層
℃
錠
室

　
回
震
切
）

⑤
ソ
、
　
夙
≧
二
H
＜
も
』
。
。
汐
℃
●
○
ン
貧
窪
ジ
ゴ
さ
ヨ
。
墨
の
甑
。
鷺
。
℃
三
門
。
。
。
り

　
℃
ゆ
o
Q
Q
Q
●
こ
れ
は
カ
レ
ー
ゴ
ブ
ロ
ス
と
呼
ば
れ
ワ
9
0
ス
ト
ラ
チ
オ
ー
テ
ー
ス
で

　
あ
る
が
、
．
か
れ
は
げ
窃
餓
貧
寒
①
ω
の
位
に
あ
り
、
単
な
る
兵
士
と
は
思
わ

　
拠
な
い
。

⑥
男
σ
c
茜
。
ご
切
鼠
蕉
お
㊦
N
篇
章
○
。
ω
。
三
。
｝
μ
．
富
畠
臼
び
憲
曽
暮
帥
巳
ω
o
冨
目

　
想
跨
μ
9
欝
叶
N
＜
O
厭
妻
9
詳
覧
コ
σ
q
曽
ぴ
①
一
廉
臥
α
q
u
一
㊤
卜
⊃
メ
（
宏
9
乙
毎
。
ぎ
】
）
9
コ
雷
q
っ
け
節
創
戸

　
日
㊤
①
O
ソ
ω
．
菌
回
『
．
も
Q
G
◎
一
同
H
c
◎
》
ω
9

⑦
諸
8
げ
騨
9
》
窪
欝
犀
。
霞
u
ε
．
9
け
こ
℃
ワ
鄭
。
O
O
占
．

⑧
鰍
〆
謹
養
C
舅
；
9
ρ
o
℃
．
9
f
H
噛
℃
「
c
。
9
戸
ワ
窃
一
．

⑨
〉
。
さ
。
。
語
い
鍵
村
2
p
。
無
∴
。
脇
．
、
O
■
○
。
・
ヰ
。
σ
q
o
謎
5
♂
家
。
畠
一
障
伽
こ

　
や
．
ω
餅

⑩
　
窯
一
〇
♀
霧
〇
一
回
O
コ
繭
．
舞
0
2
罵
凹
。
。
げ
O
巴
蜀
P
℃
唱
．
ミ
ぴ
⊃
I
Q
。
．
こ
の
記
審
を
短
縮

　
し
て
依
え
る
一
写
本
に
は
、
　
マ
ヌ
ス
ル
帝
の
行
っ
た
こ
と
は
．
．
蝿
痔
魂
。
蹄

　
q
州
も
袋
謎
㌫
艘
象
へ
町
軌
馬
駄
誉
0
℃
袋
q
へ
吋
遣
も
転
q
へ
臼
§
0
ミ
、
＆
も
費
メ
軌
e
も
の
寝
㍉
n
頴
費
も
O
、
洪
e
て

　
叫
。
汁
q
慧
ミ
馬
へ
洋
袋
晦
餅
の
避
焼
昏
㍗
ミ
漸
ミ
鳶
ミ
駄
§
q
建
、
．
と
あ
り
、
そ
れ

　
が
軍
事
プ
塀
ノ
イ
ア
に
関
係
し
た
も
の
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
℃
・
び
甲

　
出
μ
〇
二
ρ
ガ
Φ
O
プ
O
叫
O
甥
O
e
ロ
q
ワ
償
賜
一
日
目
伽
σ
q
一
筆
O
節
σ
q
巴
節
冒
O
　
卸
　
切
賃
N
費
ρ
O
ρ
　
℃
陰

　
昏
⊃
刈
応
つ
。
3
0
　
心
①
．

⑳
。
け
審
8
8
団
㊦
＆
o
翌
o
q
簿
ソ
跨
讐
目
貫
δ
銭
酔
銭
嵩
Φ
h
§
♀
霧

　
同
馬
匹
①
触
騨
砕
O
門
餌
O
創
諜
℃
節
酔
艮
ヨ
O
の
一
〇
栖
℃
．
O
ゴ
簿
憎
ρ
づ
凶
q
D
魑
↓
プ
O
ヨ
O
づ
9
．
ω
睦
…
．
O

　
℃
同
O
唱
Φ
巴
就
①
ω
二
℃
．
㊤
財

⑫
　
＞
o
げ
Φ
ω
鳥
。
い
碧
㌶
斜
雛
。
㎝
メ
パ
ン
ク
ラ
チ
オ
ス
の
プ
ロ
ノ
イ
ア
は
、

　
算
法
、
三
人
の
ス
ト
ラ
チ
オ
ー
タ
イ
が
保
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

⑱
累
8
3
ω
O
ぎ
三
葺
Φ
ρ
o
ワ
9
け
二
娼
℃
・
G
。
O
。
。
1
ρ

⑭
H
甑
畠
こ
や
①
ω
ご
霞
．
昇
麺
○
語
唄
。
累
。
劉
切
易
召
Φ
霞
鶏
綱
。
慈
目
憲

　
》
口
重
唱
O
国
国
碧
勲
習
O
置
書
類
国
魂
こ
O
目
”
．
刈
ω
1
餅

⑮
例
え
ば
、
鋭
○
鼠
出
。
鈍
ピ
霧
〉
畦
。
働
く
Φ
ω
鳥
Φ
し
り
亨
｝
。
2
・
⇒
牢
。
母
。
ヨ
⑦
陰
”

　
℃
9
は
ω
”
回
Φ
㎝
9
嵩
。
①
（
9
昌
．
同
◎
o
同
ω
）
で
は
、
ゲ
勲
鉱
話
置
吐
ρ
自
。
匂
。
卸
詳
℃
ρ
早

　
㌶
①
け
。
。
ワ
が
、
先
に
皇
帝
か
ら
与
え
ら
れ
た
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
か
ら
、
三
〇
ヒ
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ユ
ペ
ル
ベ
ラ
を
徴
収
し
た
い
と
許
可
を
求
め
て
い
る
。

⑯
累
試
ご
H
＜
”
唱
や
ω
⑩
－
お
■

⑰
鋭
譜
・
醤
麟
浅
鑓
騨
鍵
勲
。
・
』
畠
．
”
。
琶
．
春
。
誌
ム
・

⑱
　
℃
．
O
財
舞
ρ
巴
9
0
⇔
窪
。
ω
o
o
一
鈴
。
ゆ
け
箋
9
霞
①
二
℃
や
δ
伊
δ
一
●

⑲
霞
拷
讐
く
顔
や
。
。
ピ

⑳
℃
．
ぴ
。
諺
①
臣
ρ
｝
。
な
ω
9
魁
β
試
昌
諺
⊆
ρ
℃
霞
β
H
逡
9
嵩
。
b
。
◎
・

⑳
｝
韻
①
冨
窪
げ
賃
α
q
”
》
器
O
①
ω
。
げ
高
手
Φ
ダ
ζ
冨
罠
2
器
9
賊
H
、
巴
鉱
、

　
o
ざ
α
q
窪
N
Φ
陣
（
Q
Q
諜
N
．
切
9
閤
臆
．
と
内
巴
．
≦
訪
叶
‘
℃
ぽ
芦
－
瓢
δ
鉾
H
燈
し
器
ρ

　
出
．
δ
ソ
ω
卿
亟
O
一
母
■

⑳
○
栖
諸
8
Φ
睦
斜
ω
O
げ
O
鼠
ρ
げ
O
む
謄
、
O
対
・
O
詳
こ
唱
■
駆
b
⊃
O
・
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
・

　
行
政
改
革
の
第
一
は
、
属
州
統
治
に
ブ
レ
ト
ー
ル
を
復
活
し
た
．
芝
で
、

　
有
力
名
門
貴
族
を
任
鋤
し
て
、
凶
○
…
八
○
銀
の
俸
給
を
支
給
し
た
。

⑱、

p
測
・
麟
拶
蟹
彦
㌍
ぎ
器
器
塁
国
ρ
《
濠
。
診
馨
ひ
…
》
蟹
b
。
召
。
円
ε
舅
。
岩

　
（
切
ゆ
こ
×
讐
日
O
α
①
ソ
O
哲
・
卜
⊃
熱
⊃
b
∂
一
恥
．
　
非
軍
馬
酌
職
業
の
も
の
が
軍
葱
義
務

　
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
教
ム
猟
・
修
道
院
か
ら
は
軽
装
歩
兵
が
徴

　
発
さ
れ
た
し
、
ア
カ
イ
ア
公
団
の
ギ
リ
シ
ャ
人
塑
職
者
は
封
土
（
韓
§
漁

　
暮
ミ
。
§
と
史
料
に
は
あ
る
）
に
見
合
っ
た
軍
事
奉
仕
を
行
わ
ね
ば
な
ら

　
な
か
っ
た
。
衛
斑
も
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
を
も
ら
っ
た
も
の
は
、
軍
事
奉
熱
の

　
義
務
が
あ
っ
た
。
　
（
9
【
．
び
．
8
．
目
。
唱
凶
悶
o
ρ
閏
8
淵
唱
お
⇔
諮
器
霞
諏
。
蜜
謀

　
3
8
餐
蟹
。
σ
墨
。
醤
’
Q
。
り
－
念
’
躊
9
）

⑳
　
イ
ク
藁
筆
も
撫
発
点
は
将
定
地
域
に
対
す
る
薗
家
の
財
政
権
（
冨
。
・

　
母
O
群
。
農
ゆ
ω
0
9
蝿
渥
α
o
巳
け
け
簿
）
　
の
講
…
渡
で
あ
る
が
、
イ
ク
タ
と
イ
ク
タ

　
保
有
轡
の
密
齎
が
進
む
に
つ
れ
て
、
岡
家
大
権
（
司
法
・
行
敢
）
の
実
質

　
的
占
取
が
行
わ
れ
、
　
農
民
の
従
履
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
○
・

　
O
螢
げ
。
詳
ピ
、
ひ
く
9
償
瓢
。
峯
ω
O
a
巴
（
ξ
缶
O
一
乙
¢
資
煽
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謄
女
心
欝
嵩
嘗
も
陰
富
戸
．
斜
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図
目
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a
δ
9
0
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○
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易
創
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Ω
く
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簿
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寓
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0
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H
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弐
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鴇
べ
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島
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O
O
岩
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幸
鵠
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円
鶏
①
日
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鍵
嬉
．
日
0
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｝
嵩
．
唇
麟
鵜
袖
ゆ
鎖
｝
壱
麟
娼
凶
寓
⑦
O
目
隣
O
日
①
頃
媛
垣
こ
O
巷
●
鎗
①
ー
食

堂
ざ
。
露
硫
Ω
ざ
巴
箕
。
ダ
。
や
。
一
叶
こ
や
ミ
b
⊃
．
G
薩
騨

一
〇
｝
ぎ
9
ン
簿
ご
。
げ
ρ
○
罠
賦
。
‘
8
ド
H
お
臨
き
．

墜
雪
目
O
唱
頴
螢
O
μ
嘱
戸
隠
喀
8
畷
こ
O
琶
幽
μ
O
ず
ω
．

む

す

び

　
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
し
て
、
む
す
び
と
し
よ
う
。

　
墾
俗
貴
族
の
大
土
地
所
有
の
発
達
、
小
土
地
所
有
農
民
の
衰
微
と

い
う
内
的
条
件
に
加
え
て
、
新
た
に
十
字
軍
を
介
し
て
、
封
建
西
欧

と
接
触
を
も
っ
た
十
一
・
二
世
紀
の
ビ
ザ
ソ
ツ
に
お
い
て
は
、
所
調
、

封
建
化
の
現
象
が
著
し
く
促
進
さ
れ
た
。
こ
の
期
に
あ
た
り
、
国
家

は
修
道
院
、
教
会
、
世
俗
貴
族
な
ど
を
遇
す
る
に
好
意
を
以
っ
て
し
、

土
地
や
農
民
の
贈
与
、
国
税
収
入
の
委
譲
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
単
な

る
好
意
と
し
て
で
は
な
く
て
、
国
家
の
必
要
、
と
く
に
軍
事
の
問
題
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ビザンツにおける「条件釣土地保有」　（米田）

に
解
決
を
竜
た
ら
す
べ
き
も
の
と
し
て
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
特
権
と

し
て
の
国
税
収
入
の
譲
渡
は
、
国
家
権
力
の
弱
小
化
に
あ
た
っ
て
、

国
家
の
、
麗
絆
か
ら
の
離
脱
、
自
立
所
領
ρ
醤
冨
σ
q
①
ω
㊤
酵
。
雛
。
彰
①
ω
の

形
成
、
さ
ら
に
は
国
家
の
瓦
解
に
進
む
傾
向
が
あ
り
…
実
際
　
そ
う

で
あ
っ
た
一
、
国
家
は
こ
れ
に
厳
し
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
必
要
と

し
た
。
下
賜
の
内
容
は
国
税
徴
収
権
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の

で
は
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
制
限
の
根
本
で
あ
っ
た
。
我
々
は
「
条

件
的
保
有
」
を
こ
の
点
に
お
い
て
理
解
し
、
ア
リ
ス
モ
ス
、
ヵ
リ
ス

テ
ィ
キ
ア
及
び
プ
ロ
ノ
イ
ア
を
見
た
。
ア
リ
ス
モ
ス
と
は
、
　
一
定
数

の
パ
ロ
イ
コ
イ
の
贈
与
で
あ
っ
て
、
　
「
国
家
の
与
り
知
ら
な
い
非
課

税
農
民
」
の
場
合
は
と
も
か
く
と
し
て
、
国
家
に
直
結
し
た
パ
ロ
イ

コ
イ
の
場
合
に
は
、
か
れ
ら
の
負
担
し
た
国
税
が
私
的
領
主
、
修
道

院
に
委
譲
さ
れ
た
。
国
家
は
労
働
力
の
喪
失
を
食
い
と
め
る
た
め
、

そ
れ
ら
領
主
の
保
有
農
民
数
を
制
限
し
、
余
分
な
も
の
は
岡
家
に
戻

す
よ
う
要
求
し
た
。
教
会
、
修
道
院
に
対
す
る
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
皇
帝

の
態
度
は
、
別
段
、
ア
ン
チ
と
は
い
え
な
い
が
、
世
俗
貴
族
と
く
に

軍
事
階
層
に
対
す
る
関
心
は
強
く
、
そ
れ
が
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
、
プ

ロ
ノ
イ
ア
と
な
っ
て
結
酷
し
た
。
修
道
院
財
産
の
世
俗
化
と
、
そ
れ

に
伴
う
用
益
権
…
、
国
税
徴
収
権
…
の
委
譲
　
が
カ
リ
ス
テ
ィ
キ
ア
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
そ
れ
は
教
会
組
織
自
体
の
問
題
で
、
修

道
院
の
復
興
・
盛
飾
を
意
図
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ア

レ
ク
シ
ウ
ス
帝
が
自
己
の
従
者
［
に
報
い
る
た
め
に
、
こ
れ
を
利
用
し

て
か
ら
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
下
賜
の
一
形
態
と
化
し
、
プ
μ
ノ
イ

ア
と
接
近
し
た
。
カ
リ
ス
テ
ィ
カ
リ
オ
イ
た
る
べ
き
も
の
竜
、
元
老

院
或
は
軍
隊
に
勤
め
る
も
の
に
限
定
さ
れ
、
下
賜
は
条
件
的
性
格
を

そ
な
え
て
い
っ
た
。
プ
ロ
ノ
イ
ア
は
、
ふ
つ
う
軍
事
奉
仕
を
行
う
こ

と
を
条
件
に
し
て
、
或
い
は
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
る
一

定
地
域
か
ら
の
国
税
収
入
で
、
漂
則
と
し
て
終
身
の
も
の
で
あ
っ
た
。

譲
渡
・
売
却
は
勿
論
許
さ
れ
ず
、
国
家
か
ら
没
収
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
得
た
が
、
実
際
上
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
保
有
者
の
権
利
は
国
税
徴
収
権

を
越
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
特
権
所
有
者
と
農
民
の
関
係
は
、
原
則
約
に
は
】
般
の

大
所
領
主
と
隷
属
農
民
の
そ
れ
と
は
異
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
特
権
所

有
者
は
国
税
収
入
を
受
領
す
る
だ
け
で
、
農
民
の
（
土
地
）
所
有
権
そ

の
も
の
に
は
変
化
が
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

実
質
約
に
は
特
権
所
有
者
の
力
に
よ
っ
て
、
領
主
－
農
民
関
係
が
形

成
さ
れ
て
お
り
、
末
期
ビ
ザ
ソ
ツ
に
は
、
そ
の
傾
向
が
支
配
的
と
な

っ
た
。
国
税
徴
証
権
か
ら
恥
曝
し
な
が
ら
、
私
的
保
護
関
係
を
強
め
、
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農
畏
支
配
に
ま
で
権
力
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
条
件
的

保
有
の
理
論
と
現
実
の
相
違
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し

ば
し
ば
、
　
「
ビ
ザ
ン
ツ
封
建
制
」
は
ア
ウ
ト
ヅ
ラ
ギ
ア
（
慮
発
的
徴
税

権
）
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
す
る
な

ら
、
　
「
条
件
的
土
地
保
有
」
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
地
域
的
な
特
殊
性
、
史
料
の
例
外
性
な
ど
の
問
題
も

あ
ろ
う
が
、
現
在
我
た
の
お
か
れ
て
い
る
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン

の
状
態
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
一
切
云
々
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、

そ
れ
は
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
穴
学
院
学
生
）
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and　sill〈　maiRly　in　relation　to　the　state　finance，　as　a　basic

operation　to　study　the　characteristic　of　the　commerce　in　Sun．cr

and　its　importance　in　the　Chinese　history．　ln　the　northen　Sung

dynasty，　a　great　deal　of　texture，　especially　silk，　was　paid　to　the

natioRal　treasury　every　year．　ln　this　article　at　first　we　will

analyse　its　sort，　pyoductive　pyocess，　aRd　use，　showing　its　impor－

tance　in　the　nationa｝　treasury，　thdn　refering　to　£he　activity　of

merchants　coimectecl　with　the　then　collecting　system　which　was

characteristic　of　this　era，　by　investigating　the　co｝lecting　system，

ffuo－mai和上．

“　Les　proprietes　conditionnelles　”　a　Byzance

　　　　　　　par

Haruyasu　Yoneda

　　En　parlant　de　la　“f60dalit6　byzantine”，　nous　devons　signaler

qu’il　ne　s’agit　pas　de　la　feodalit6　dans　le　sens　strict　du　mot．

Byzance，　qui　a　maintenu　ies　appareils　bureaucratiques　ceRtralis6s

et　les　ici6es　d’int6ret　public　jusqu’au　dernier　jour　de　son　exiseence，

n’a　pas　connu　le　lien　de　la　fid61it6　mutuelle　entre　le　souverain　et

ses　vaussaux　com1ine　1’Occident．　N6anmois，　aux　XI－XIIe　siecles

de　Byzance，　dont　la　caractbre　essentielle　6tait　le　d6veloppeinent

de　la　grande　propri6．t6　l　oRcibre　et　1’asservissement　de　la　paysan－

nerie，　i｝　y　a　ett　cbrtaines　“propri6t6s　cQnditionnelles”　valabies

pour　combiner　les　grands　propri6taires　（lak’ques　et　aussi　ecc16sia－

stiques）　au　pouvok’　central　et　pour　contr61er　celles－la　de　la　part

des　empereurs．　Ce　sont，敦rnon　av圭s，1es“pronoia”，‘‘kharistikioバ

et　“arithmos”．　Ce　sont，　r6ellement，　plut6t　la　favetu’　des　empereurs

que　les　fiefs　typiques　de　1’Occldent．　Le　contenu　de　ces　“propri6t6s

conditionnelles”　6tait，　bref，　la　donation　des　paysans　ou　des　revenus－

fiscales　dont　les　nombres　6taient　strictement　fix6s．　La　th60rie　n’a

pas　permis　de　cr6er　la　relation　de　la　servitude　（paroikia）　entre　les

b6ii6ficiaires　et　les　paysans　habitants　les　territoires　confi6s．　Mais，

pratiqueinent，　une　chose　semblable　n’6tait　pas　possible．　’

　Dans　cet　article，　j’ai　essay6　cl’examiner　la　signification　et　1’6tat
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actuel　des　trois　forines　des　“propri6tds　conditionneiies　”．

Conservatism　in　Benjamin　Disraeli

　　　　　　by

Kenji　Muyaoka

　In　this　paper　1　want　to　．throw　a　light　upon　the　history　of　the

19th　century　England．from　a　less　familiar　point　of　view　in　this

country．　As　is　well　known，　the　bourgoisie　carrying　the　lndustrial

Revolution　is　said　to　have　created　Victorian　Liberalism．　1　am　not

in£ended　to　deny　and　challenge　this　generalization，　but　to　call

attention　to　an　opposite　political　force　working　against　bourgois

Liberalism．　This　is　Conservatism　of　landed　aristocracy　and　if　we

neglect　this　phase　of　the　society，　the　landscape　of　Victorian　Eng－

land　will　not　fully　be　drawn．

　　During　this　period　of　bourgois　supremacy，　the　traditional　tory

party，　thoggh　it　changed　its　name　into　Conservative　at　the　middle

of　the　thirties，　not　only　continued　to　exist　but　also　positively

applied　itself　to　the　new　political　circumstances　o’f　capitalization

and　since　the　end　of　the　’19th　century　has　overcome　Liberal　party

and　grown　up　a　powerful　force　rivaling　the　new　Labour　party．

Therefore　it　could　be　permissible　to　conclude　that　Conservatism

might　be　more　flexible　than　Liberalism　in　the　hlstorlcal　climate

of　England．

　　Benjamin　Disraeli　was　born　in　1804　and　it　vLTas　he　who　had　led

Conservative　party　since　the　Repeal　of　Corn　Laws　ln　1846．　ln一　’

deed　it　was　very　di伍cult　for　him　to　lead　this　defeated　and　tm　po－

pular　party．　But　in　the　last　half　of　the　century　when　we　find

the　transiton　of　historical　situation　from　aristocracy　to　democracy，

he　at　length　succeeded　in　turiiing　his　party　into　a　popular　and

deinocratic　one．　However，　how　and　why　could　he　lead　his　party

and　bring　this　successfu1　result？　To　answer　this　question　is　the

purpose　of　the　paper．
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